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開議 午前９時30分 

 

○議長（管野英美子君） 

  皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  おはようございます。 

  昨日の秋元議員の一般質問の中で、いつ

近郊緑地保全区域になったのかという御質

問があったと思います。その中で法律は昭

和42年施行され、本町の整備は昭和42年の

２月23日ということで、これ規制されたと

いうことで回答いたしたんですが、正しく

は昭和43年２月23日の誤りです。申し訳ご

ざいませんでした。 

○議長（管野英美子君） 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  昨日に引き続き、順次発言を許します。 

  質問者は、質問者席に登壇して質問を行

ってください。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて50

分といたします。 

  才脇明美議員を指名いたします。 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  おはようございます。 

  議長に指名されましたので、質問させて

いただきます。２番、大阪維新の会、才脇

明美でございます。 

  ４点の質問をしていきたいと思います。

一つでもちょっと落としたくないのでなる

べくもう全部質問したいと思います。 

  まず第一、一つ目は生ごみ処理の生ごみ

の堆肥化事業の導入についてです。先日、

総務常任委員会で栃木県に視察に行ってま

いりました。生ごみの処理をして堆肥化に

する。これはもう以前から秋元議員が、昨

日も秋元議員、川上議員、中川議員もおっ

しゃってました。以前から言われてるよう

でしたけど、私、行かせてもらってとても

感動して、わくわくして、この豊能町にと

ってこんだけ、700、800ヘクタールもある

土地そして20ヘクタールの休耕地がありま

す。堆肥がどれだけ大事かというのは、や

っぱり視察も私たちだけじゃなくてその担

当部署の部課長が同行していただいたらよ

かったかなと思うぐらい、すごく感動しま

した。町にお金がないっていうのはもう

重々承知しておりますが、これがごみの循

環性でどれだけメリットがあるのか研究を

し、町も研究もし、ちょっと考えていって

ほしいなと思います。そして何がわくわく

したかといったら、この肥料が町民に対し

ては無料で配布するっていうことで、もう

わくわくしてきました。堆肥がどれだけ高

いか、昨日も秋元議員おっしゃってました。

ウクライナ情勢で肥料が大変高騰しており

ます。その中でこの肥料が、堆肥がただで

もらえることがどれだけ重要な、農家にと

って、農業従事者にとってどれだけ大事な

ことか。今、堆肥の値段、有機堆肥の値段、

一部、例えば、ちょっと例を挙げますと、

有機アレグラ666っていうんですけど、20キ

ロ3,900円します。これは国の高騰支援の対

策で対応してる商品でも20キロが3,900円で

す。10アールの田畑でその20キロがどれだ

け要るか。お米の場合でしたら大体２袋か

ら４袋要るんですね。そして野菜作る場合

はもう10倍も20倍も要るんです。それほど、

施肥といいまして、肥料を与えるというこ

とがどれだけ重要なことか。この肥料が化

学肥料であれば、だんだんだんだん土がコ

ンクリート化していきまして、コンクリー
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トのように固まりまして、全然いい野菜、

おいしい野菜、お米が作れないということ

で、農家にとって農業従事者にとってはと

ても大事な肥料、堆肥なんです。私、毎週

日曜日、行けるときですけど、東地区のお

野菜を西地区にもって行っております。あ

るおばあさんのところに毎週行ってます。

おいしい野菜です。この堆肥は息子が買う

てくれてんねんと。でないとやっていかれ

へん。そりゃそうです、100円の値段で売っ

てるんですから。息子がええ堆肥買うてく

れてる、だからやっていけてるねん。それ

で、御自分の田畑を守っていっておられま

す。この田畑を売ったらいいやないかとい

う、そういう簡単なことじゃない。この田

畑を守るということは、ほかの人にもし売

ったらそれが放置されて、ひょっとしたら

将来外国人の手に移るかもわかりません。

それを、田んぼ、田畑を持っておられる方

は何とかして守っていかなあかんと思って

頑張ってやっておられるんですね。それで

質問ですけど、この堆肥事業化。お金はな

いというのも先ほども言いました、重々承

知しておりますが、町はどのように考えて

いってくれますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  おはようございます。 

  現在、豊能町の環境課のほうで取り組ん

でいる資源循環の施策からまずちょっと御

紹介をさせていただきたいと思うんですけ

れども、生ごみとして排出される植木剪定

枝をチップ化し、住民の皆さんへ無料配布

をしているというような事業をやっており

ます。今のお話をお聞きしますと、本当に

わずかな量ですので、豊能町の田んぼであ

ったり、畑であったり、そういったものを

賄うにはもう全く足りないというような状

況であることは間違いありません。議員お

っしゃるように、最近の生産物生産におい

て必要不可欠な農業資材の一つである肥料

については、その原料の多くを海外に依存

しているというような状況もございます。

国際市況や原材料産出国の輸出に係る動向

の影響を強く受けざるを得ないというよう

な状況も事実でございます。そして、それ

に加えて昨今の化学肥料の原料に係る国際

価格の上昇に対応するとともに、肥料を生

産現場に安定的に供給していくためには、

こうした影響を受けにくい生産体制づくり

を早急に進めるという議員の御提案も、ま

さにそのとおりだというふうに思っており

ます。国におきましても、現在国内肥料資

源利用拡大対策事業としまして、海外から

の輸入原料に依存した肥料から堆肥や下水

汚泥資源等の国内資源を活用した肥料への

転換を進める取組としての支援策として補

助制度も設立されているところでございま

す。私もこういった御質問をいただいてか

ら、この事業について勉強させていただい

たところでございまして、ちょっと条件等

もいろいろあるかと思います。そういった

ものが本町になじむものかどうかというこ

ともまだこれから勉強していかなければな

らないと思っておるところでございますが、

豊能町の野菜、本当にこういった自然環境

の中できれいなお水、そして昼夜の寒暖差

などを利用して、本当に味の濃いおいしい

野菜が作られており、これはもう府内でも

いろいろと、府内といいますか特に北摂の

地域でも徐々に有名になりつつあるところ

です。そういった農家さんの努力にも応え

られるように、できる限りそういったこと

を研究して資源循環をさせるイコールごみ

を減らすということにつながると思います

ので、検討してまいりたいというふうに考
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えておるところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  こういう袋を初めは無償で配布されてた

そうで、今は有償だそうですけど、１枚10

円ぐらいです。これは自然に分解されるビ

ニール袋で、これで収集をしまして、そし

て処理施設に持っていって、６段階がある

んですけどね。そしてもうチップとかじゃ

なくて本当に砂が出てくるんです。砂にな

るんですね。その砂は堆肥として使う。そ

して売ろうとしたらこのゴルフ場、ゴルフ

場の芝の育成になって、それがとてもよく

売れるそうです。この辺、近隣もゴルフ場

がいっぱいあります。だから商売にもつな

がるし、もう本当に何の非もない。ただ、

今、町はお金はない。でもこの循環型です

から、国が何とか、調べたらどっからか引

っ張り出せるんじゃないかなと思います。

その辺をまた再度繰り返しますけど、研究

して、調査して、検討じゃなしに本当にや

っていってほしいなと思います。 

  次の質問に移ります。 

  東地区の交通についてです。 

  私、怒ってます。西地区においては実証

実験でＡＩオンデマンド交通、これから秋

からも運行が実証実験でされます。私が議

員になって丸２年、８回目の一般質問です。

東地区の交通について、これで４回目です

ね。西地区での実証実験が終わった後は東

地区で実証実験をするっておっしゃってま

した。それはもう頓挫された。質問では、

どうするどうするばかりを問い詰めていま

せん、私は。しっかりと調べて提案をして

います。３月の一般質問でも、過疎地域な

どで国が認める、過疎地域ですよ、過疎地

域などで国が認める自家用有償旅客運送を

提案しました。回答では、住民のニーズや、

何かぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃちょっと言

われて、ちょっと何を言われたかわからな

いんですけど、言いますね。住民ニーズや

運行コスト等の課題整理を行った上で、多

様な可能性について検討し、既存の交通手

段の活用を基本にしっかりと検討し、それ

でも十分でない領域を他の運送資源で補完

するという基本的な考え方のもと進めてま

いりたいと考えておりますって答弁されま

した。補完する。足りない点を補って完全

にするって言われました。今現在、東地区

においての交通はどうなっていますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  おはようございます。それではお答えを

いたします。 

  質問では東地区におけるデマンドタクシ

ーの利用実態ということでしたのでその点

についてお答えしたいと思います。東地区

のデマンドタクシーは東地区の交通の空白

地域の解消を図る目的で運行をしておりま

す。基幹のバス路線に接続できる必要不可

欠な移動手段でございます。御質問のあり

ました東地区のデマンドタクシーの利用で

ございますが、ここ数年の利用実態を調べ

ましたが、月、大体５名前後の利用となっ

ております。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  月５人、私この前、役場で来るときに、

１回ちょっとこれ利用しようと思って電話

で予約しました。その前に、その担当、今

から行くよということをある部長に言いま

した。今からデマンドタクシーで行くから、

時間はちょっとわからへんけどいてはりま

すか。今日一日おりますと。午前中までに
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は行けると思いますと。電話かけてもかけ

てもつながらない。でもその方はこうおっ

しゃったんです。帰りの便大丈夫ですか。

それやなと、帰りの便も心配してくれては

るわと。４回電話をかけても出なかったで

す。１時間かけて４回かけた。結局、待ち

合わせもしてるし、自分の車で行きました。

これが実態なんですよね。皆さん理事者側

の方はこれ御存じやと思うんですよ。電話

がつながらない。行こうと思っても行けな

い。救急車呼ぶんですか、困ったときは。

本当に車のない人、本当にそこに行きたい

人、デマンドタクシーじゃなくて、ではタ

クシーを使いたい。切り替えてタクシーに

しよう、それでもつながらない。この東地

区のこと皆さんはどう考えておられるんで

すか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  先ほど言いました、デマンドタクシーの

予約センターに電話をしてもつながらない

というケースでございますが、デマンドタ

クシーを利用する際には乗車時刻の１時間

前までに予約センターに電話で予約してい

ただく必要がございます。予約センターで

は運行をお願いしている京都タクシーが運

営しており、ときわ台営業所内にて設置を

しております。予約の受付はオペレーター

が週４日対応し、残りの３日はオペレータ

ーが不在のためタクシードライバーが受付

業務を行っていると伺っております。御質

問の、電話をしてもつながらないというケ

ースが多々あるという状況につきましては、

京都タクシーに確認したところ、できる限

りすぐつながるように努めておるというと

ころでございますが、ドライバーが運行業

務に従事している場合、オペレーターが多

分いないときのことだと思いますが、その

場合は、つながらないケースもあるという

ことでございました。議員御指摘の時間帯

もそのような時間帯にあったのかなと思っ

てそれは申し訳なく思っております。今後、

オペレーターの増員ができるかなど、予約

センターの運営方法につきましては京都タ

クシーと協議調整の上、住民の利便性がな

るべく損なわれないように努めてまいりた

いと思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  上浦町長、東地区の交通をどのように考

えておられるかという質問なので答弁いた

だけますか。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  おはようございます。 

  東地区の交通をどのように考えているか

ということなんですけれども、町全体で考

えますと、豊能町の場合、東西地区がござ

います。東西南もございます。西地区にお

きましては、やはり能勢電車を基幹交通機

関として進めていかなきゃならないですし、

それから東地区については阪急バス、千里

中央線とそれから池田線、それから茨木線

もありますけれども、南部のほうも少し走

っておりますけれども、そういった基幹の

バス、これをしっかりと維持していかなき

ゃならないと思っております。それに、そ

れを本線、幹線とさせていただいて、フィ

ーダーです支線、そこのバス停までどうや

っていくかということが公共交通に求めら

れていることだと思っております。今、議

員がおっしゃいますように、西地区はＡＩ

オンデマンドの実証を進めていこうとして

いるところでございます。東地区について

はデマンドタクシーについても御質問いた

だきましたように、予約がままならないと
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いうようなところが今日おっしゃっておら

れますので、その住民の方が東地区に住ん

でおろうと西地区に住んでおろうと、バラ

ンス感覚に欠いた公共交通の在り方ってい

うのはやはりいかがなものかと思っており

ますので、少しでもそのバランスが取れる

ように今後努力をしてまいりたいと考えて

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  デマンドタクシーと離れて、タクシーに

しますね。ある若いお母さんがママ友同士

で話してたときなんですけど、妊婦のとき

に、もし具合が悪なるなったらどうしたら

いい。タクシーを呼びたいんですよね。で

もその方もタクシー呼べなかったことがあ

る。そうしたら、そのママ友同士の話です

けど、ここではもう出産できないねと。猪

名川町は病院から赤ちゃんタクシーって出

てるそうやわ。ほかの、東京もそういうタ

クシーがあるそうやわ。やっぱりそういう

ことも考えていってもらわなあかんなとい

う、それはタクシーの話です。そういうこ

とも若いお母様がそういうふうに言ってお

られます。そしてまたデマンドタクシーに

戻しますけど、この乗車人数が極めて少な

い東地区でのこの停留所の見直しなんです

けど簡略化か効率よく運行することはでき

ないか。例えば、木代の福田の停留所から

その集落に行くの、おばさんにちょっと聞

きましたら、帰りは上りで30分かかるんで

す。行きしなはもうちょっと早いかもわか

らない。若い子の足やったらもうちょっと

早いと思う。私、調べました、Ｇｏｏｇｌ

ｅマップで。900メートル。徒歩10分。物す

ごく、何か10分やったら簡単に行けそうで

すけど、物すごく遠いです。そして野間口、

妙見口の停留所からずっとトンネルの手前

の住宅地。あれも900メートルとか書いてる

んですね。それ直線ルートかなと思うぐら

い。でもＧｏｏｇｌｅマップで調べたらそ

れも約10分前後ですね。これは、全くこの

住民に、Ｇｏｏｇｌｅマップとかはもうそ

んな住民に寄り添ってないですよね。こん

だけ高齢化の豊能町なんかわかりませんし。

しかし実態はそうなんですね。だから大型

バスじゃない。普通の乗用車なんですから、

もうちょっと考慮して考えて、ちょっとあ

と400メートル、500メートル、そこに行っ

ていただいたらなとは思います。 

○議長（管野英美子君） 

  停留所のことで答弁いただきますか。 

○２番（才脇明美君） 

  はい。停留所のことで、答弁お願いしま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  デマンドタクシーの運行は道路運送法施

行規則において定められた事業である路線

不定期運行で運行をしております。また乗

降場所でございますが、バスの停留所でご

ざいますが、新規設置等の見直しや、見直

しに当たってのルートの変更等につきまし

ては、交通事業者による許可申請手続が必

要となります。現状では事前調査や関係機

関の調整協議に踏まえると、現状ではすぐ

には見直しというのは困難な状況であると

認識をしております。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  昨日も川上議員が、国の法律はこの人口

によって、情勢によっていろいろ変えれる



 3－8 

とおっしゃいました。今この豊能町でこう

いう状態があるっていうことを、どうして

要望なり、要望することはできないんです

か。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  現在バス事業者とは協議するような連絡

の場というのは定期的には設けておりませ

んが、関係者等、話しする場はございます

ので、その辺の本町の東地区の先ほど言い

ました状況を踏まえて、バス事業者の意見

も聞きながら、今後利便性の高い交通施策

に活かせるようであれば、その辺の協議も

見ていきたいと思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  バス事業者とかも関係ないんですよ。も

う本当、町がどういうふうに動いてくれる

か。私、前の前町長にこういう相談したら、

才脇さん自分で会社を立ち上げたらと言わ

れました。そういうことを私にできるのか

なと思うんです。それでいいのか。それが

持続可能なのか。いろいろこの２年間考え

させられています。維新です。本当にこれ

考えていかなくてはならない。定住化、若

い子の定住化、例えば通勤通学、東地区に

おいては昔は買物するというたら茨木のア

ルプラザ、それか多田のイズミヤ、それか

亀岡のサティ、そのぐらいだったんです。

でも今はトライアルもできました。その前

に箕面にイオンができました。茨木方面に

おいて、今はアルプラザの停留所、あそこ

でしたら何ぼでもバスが来ます。何ぼでも

バスが来ますから、あそこまで。私が思っ

てるのはですよ。茨木方面に行くのであれ

ばあそこまでデマンドタクシーが広域で行

ってくれたらなとか。そして池田方面でし

たら久安寺まで行ってくれたらなと。これ

は利便性がよくなるんではないかなと考え

ております。こういうことも聞きました。

東地区の茨木線、今３本しかないんですけ

ど。自分の母親が、車ないんですよ。アル

プラザに買物行きました、茨木の。帰って

くるの９時半、夜の。バスがないからです。

お昼に出ていって帰ってくるの９時半。誰

も迎えに来る、みんな若いもんは仕事して

ますから帰ってくる便がない。そういうこ

ともあります。そして、茨木方面ばっかり

で申し訳ないですけど、茨木方面に仕事に

行く子は今、妙見口駅に車を止めて、能勢

電に乗って、川西池田、そこからＪＲに乗

って茨木に行くと、それでないと決済が下

りないと、会社で。最寄りの駅は妙見口駅

なんです、私たち東地区は。もうそういう

状態です。勝手に親が送っていったらいい

やんかって、それは絶対できない。ルート

をちゃんと報告せなあかんから。本当に東

地区は困っています。それで人口増加や定

住化や言っても、もともと足もない車もな

い。そしてもう一つ言います。希望ケ丘に

新しく引っ越しされてる方は大阪市内から

とか、都会から引っ越しされてる方ですの

で、今の若い子は車の免許を持ってない人

が多いです。これも調べました。その辺を

今のこの現状、これから豊能町を考えてい

くんでしたら、やっぱり交通の最重点にな

るんじゃないかなと思います。答弁お願い

します。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  私も実はといいますか、この公共交通の、
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これをどういうふうに進めていくのかとい

うこの施策、公共交通の施策が一番難しい

と考えてございます。その中で今、議員る

るいろいろなことをおっしゃいましたけれ

ども、一つは先ほども申し上げましたよう

に、やはり利便性を求めるといろいろなこ

とで、例えば今おっしゃいましたように茨

木方面とか久安寺方面とか、そこまで行政

が何かの形でサポートさせていただくとい

うのもありなんでしょうけれども、今、民

間の公共交通機関が頑張って自力でバスを

出してくれております。この基幹の公共交

通をどう守るか、これが一番大切なところ

だと私は思ってございまして、その公共交

通にどういうふうにつなげていくかという

ことが我々行政が今、求められているとこ

ろだと思ってございます。能勢電鉄にして

もしかりでございます。阪急バスについて

もしかりでございます。もう少し掘り下げ

て議員の御質問にお答えさせていただきま

すと、デマンドタクシー、東地区、月５件

というところでございますが、私も川尻か

ら乗降をなさっている方も存じております。

その方には私もお聞きしますと、予約はス

ムーズに取れてるというような状況でござ

いますので、時間帯によっては、今、議員

がおっしゃったようなこともあるんだろう

なと思いまして、そこはしっかりと改善を

進めてまいりたいと思います。それからも

う一つは、議員がおっしゃいました、まだ

デマンドタクシーに乗るにしても遠い地域

があります、確かに。そこをどうサポート

していくのかというのは、私はとしても喫

緊の課題と考えてございますので、そこは

ちょっと宿題としていただきながらちょっ

と勉強させていただくということで、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  空白の時間帯のことを言ってるんですね。

公共交通、阪急バス、これは使います。走

ってるときは必ず。しかし走ってない時間

帯がある。一日３回。朝の６時38分、次は

お昼、夜。その時間帯のことを私は言って

るんです。誰も阪急バス撤廃してとか言っ

てません。これは物すごく大事やと思って

ます。空白地帯って言わないんですよバス

走ってるから。空白時間帯、このことを言

ってるんです。答弁お願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  路線によっては、確かに１時間、２時間、

３時間というふうな、今のお話でしたら５

時間ぐらいないというような時間帯もある

ということなんですけれども、何度も申し

上げて申し訳ないんですけども、今ある池

田行きのバス、それから千里中央行きのバ

ス、それから茨木へ行くバス、この辺りを

地域の方々が上手に御活用いただけるよう

にデマンドタクシーを支線ということで進

めさせていただくということで、上手に御

利用いただくということをお願いしたいと

思ってございます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  そしてちょっと言い忘れました。デマン

ドタクシー、阪急タクシーはオペレーター

の応募はずっとされてるそうです。募集で

すね。しかし朝７時から２時までの時間帯、

働きたいお母さん方いっぱいおられるそう

です。それは西地区の方ですけど。しかし

子どもがいてる。子どもが幼稚園、保育所、

７時からは預かってくれない。これをもう



 3－10 

ちょっと、例えば子どもと一緒にそこの職

場にいててオペレーターしてくれたら、こ

れはもう物すごいうれしいことやとおっし

ゃってました。そしてその子どもが病気に

なったらまたこのお母さんと代わる、そう

いうシステムづくりにしていただいたらと

ても助かると言っておられました。それは

もう京都タクシーにちょっと助言されたら

いいと思います。ではこれからも交通、言

い続けていきます。今日は交通はこれで置

いておきます。 

  次の質問です。 

  光風台駅に降りる階段について、私ら年

に何回かというか選挙のときは何べんもあ

そこに立たせていただいてます。冬の寒い

ときに立たせていただきました。つらかっ

たですね。それで危ないなと、凍結して危

ないな。雨の降る日、雨の降る日は私たち

は立ちませんけど雨の降る日は傘を持って

大変やろなと思っておりました。ちょっと

そこで質問します。今の現状、この凍結剤、

融雪剤といいますか、これはどういった状

況になっておりますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  議員御質問の凍結防止剤につきましては、

凍結のおそれがある早朝に業者のほうでお

願いして散布している場合が多いんですが、

プラス、住民の皆様のほうで撒いていただ

くという目的で、冬場に突入する12月頃か

ら３月ぐらいまでですが、光風台駅前のよ

うな滑りやすい階段とか、ときわ台駅へ降

りていく勾配のきつい歩道とか、あと橋梁、

橋の横などに、西地区だけでざっと五、六

十か所置いているという状況でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  この凍結防止剤、これ住民が撒いていて、

その後、袋が空になった後はどういうふう

に管理されてるんですか。補充されてるん

ですか。どのような管理をされてるんでし

ょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  凍結防止剤の管理のほうなんですが、以

前は１か所当たり、先ほど五、六十か所置

いているということで回答しましたが、以

前は中国産を使ってた時期がありまして、

その際には数袋置いてたんですが、最近は

日本産に戻しております。質がいいという

ことで日本産のほうに戻しておるんですが、

令和に入ってから物価高騰もありまして、

ちょっとなかなかその数袋１か所に置くと

いうのは難しい状況になっておりますので、

今はおおむね１袋、多くても２袋までとい

うことで、各箇所に置いております。雪の

降り方にもよるんですが、なくなるだろう

ということで想定される場合、毎年のこと

ですので大体わかりますので、その際は職

員又は業者のほうが補充に回ってるという

ところです。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  そこの階段に屋根が設置されたら、雪の

降る日、雨の降る日、大変助かると思うん

です。屋根かあったらちょっと凍結も緩和

されるでしょうし、あそこの階段、上下あ

りますけど、この部分だけ屋根を設置する

場合どれくらい費用がかかりますでしょう
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か。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  光風台の駅前の階段については、先ほど

議員のほうからも階段上と下、上下あると

いうことで、ちょうど階段、真ん中に手す

りがあります。その階段の片側だけを屋根

を設置するといった場合で試算した場合で

すが、ざっと2,400万円ほどになると試算し

ております。ただ、今後また人件費とか物

価高騰が続けばさらに上がる可能性がある

と考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  階段だけで2,400万円かかるということは、

駅の前も屋根を付けたらもっとかかります

ね。こんなんは国の補助金は使えないでし

ょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  現在、道路担当課のほうで、その屋根の

設置とか、階段自体のほうも改修工事を併

せてできないかいうことで調査とか検討を

現在行っております。あと国の補助金も活

用できたらなということで、それも併せて

今、模索しているというところです。ただ、

通学路では、階段から降りていって駅のほ

うに向かうということで、小学校とかの通

学路等にはなっていないということと、あ

と、その国のその道路整備に関する補助金

の重点的な施策ではないということもあり

まして、要件的にですね。ですので内示率

がかなり低いということとなっておるよう

です。このため、必要性は認識はしておる

んですが、やるとなるとおおむね単独費で

進めていくことになるのかなと考えており

ますので、町全体の予算を踏まえまして、

今後、財政部局さんと、費用面も含めて検

討していきたいと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  工事費もかかると思いますので、国の補

助金を活用する方針で検討していってほし

いと思います。 

  次の質問です。 

  生活困窮者の実態と支援策について。生

活困窮者または貧困という生活に必要なお

金が足りていないという状態ですが、一定

のお金、生活困窮者にとっては一定の必要

がお金があり、お金の話を避けて通ること

はできません。生活困窮者は多様な側面を

持っていて、お金が足りないという面だけ

ではないと思います。例えば、生活困窮者

20代の夫婦なんです。これ本当にあったエ

ピソード。20代夫婦、子ども連れで、相談

に来て、ハローワークに行きましょう。ハ

ローワークに行って名前、氏名、年齢書き

ます。それ以上のことはできない。なぜか

といいましたら読み書きができない。それ

で仕事ができない。お金がないだけじゃな

い。なぜお金がないのか。なぜお金を必要

とする、お金をあげる、福祉でお金を支給

する、それだけの問題じゃないっていうこ

とですよね。そしてこれは北九州市の調査

ですけど、社会的不安障害そして精神的課

題あり、発達障害、約10年間の引きこもり、

これは大体20代から40代の方の調査なんで

すね。これらのような社会的不利や困難が

生活困窮の原因と提唱しています。町は生

活困窮者をどのように捉えておりますか。 
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○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  おはようございます。 

  それではお答えいたします。 

  議員がるるお話しいただきましたように、

生活困窮者は単に経済的な困窮ということ

だけではなく、社会的孤立や疾病、家族関

係など複合的な困難を抱えているというこ

とが多いために、生活困窮者の状況等を的

確に私どもで把握し、関係機関と連携いた

しまして、生活困窮状況からの脱却に向け

て継続的な支援などが行うということが必

要であると考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  町においても民生委員さんや児童委員さ

ん、地区福祉委員さんが見守りをしてくだ

さっています。具体的にはどのような活動

をされていますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  お尋ねの民生委員、児童委員の皆様には

安心生活見守り台帳や、地区福祉委員さん

を中心といたしました地域の方々がプラン

ターに同じ野菜を栽培するつながりプラン

ター事業、住民の居場所づくりとしてサロ

ン活動事業等を実施していただいてござい

ます。これらにより、地域の中で気軽に挨

拶、例えば会話であるとか相談というよう

な環境づくり、またさりげない見守りをし

ていただいておる中で、その活動やふだん

からの近所付き合いの中で気になる方が地

域におられましたら、私どもにお知らせい

ただきまして、それぞれケースに対応して

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  なかなか民生委員さんとかが情報が回る

っていうのは、この時代ちょっと難しいと

思うんですけど、それらの方々に頭が下が

る思いです。そして、これらの生活困窮者

の方がわかったら、その対応策はどうされ

ていますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  本町におきましては、あらゆる福祉に関

する相談をワンストップで受け付ける福祉

相談支援室を、令和２年の４月より吉川支

所内に設置してございます。福祉相談支援

室には保健師を初め社会福祉士、精神保健

福祉士等の専門職が在籍してございまして、

生活困窮が抱えている課題に対して適切な

判断ができる対応をしてございます。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  今、吉川支所っておっしゃいましたけど、

本庁にはないんですか。なかったら訪問と

かすることができるのでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  福祉相談支援室につきましては福祉課内
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の施設でございまして、場所は確かに先ほ

ど申し上げました吉川支所内に設置してご

ざいますけれども、福祉課本体の職員につ

きましては本庁に在籍してございますので、

その中で連携をとりながら、場合によって

はお尋ねの訪問についてもさせていただく

こととなってございます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  ちょっと時間がないので一つ飛ばします。 

  8050問題、これが社会問題となっていま

す。町の現状はわかりますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  お尋ねの8050問題につきましては、本町

におきましても、高齢化率の上昇に伴い、

徐々に該当するケースが増加しているとい

うふうに感じてございます。実態といたし

ましては、まだ親御さんが健康で生活され

ている場合につきましては、その年金世帯

の生活費としておられる方が多いためか、

生活上、あまり経済的な支障が課題がない

ように見受けられます。例えばお子様が引

きこもりである場合につきましては、親の

年金でお暮らしの間は生活困窮者として扱

われず、制度のはざまによる支援制度がな

いため、相談がない限りは対象者が把握で

きない状況となってございます。引きこも

りはその期間が長いほど社会復帰が難しく

なるというふうに言われてございます。本

人との接触自体が拒否となるケースもござ

いまして、相談支援につながらないのが課

題となってございます。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  この時代、チャット相談とかね。チャッ

ト相談、ＳＮＳでネット、オンラインでネ

ット相談をして、その段階を踏んでまた面

談という形にしていったらいいのかなと、

将来的に思います。そして、この引きこも

りや今このるる申し上げましたけど、これ

は私、根底的に家庭問題や学校教育問題も

あると思うんですね。通告はしてませんけ

ど、その辺、仙波こども未来部長、どうお

考えでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  通告にないですが大丈夫ですか。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。 

  先ほどから議員がおっしゃっていただい

たように、貧困の原因については、例えば

小さいときに十分な教育が受けられない場

合とかそういった場合も想定されるのかな

と考えております。様々な事情で小学校や

中学校を卒業できなかったり、実質的に十

分な教育を受けられないままに中学校卒業

された方につきましては、現在、豊能町か

ら一番近いところでは、豊中市立の第４中

学校というところに夜間学級というものが

ございます。４月１日現在で、中学校を卒

業していない方もしくは十分な教育を受け

ることができないままに中学校を卒業した

15歳以上の方を対象に入学を受付している

というところでございます。入学の期間は

年間に２回受付をしておるというところで、

詳細につきましては、ちょっと古いんです

が８月号の広報誌の裏表紙に載っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 
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○２番（才脇明美君） 

  ありがとうございました。ちょっと時間

が切羽詰まって早口で申し訳ございません

でした。これで才脇の一般質問を終わりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、才脇明美議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため暫時休憩いたします。再

開は10時30分といたします。 

（午前10時20分 休憩） 

（午前10時30分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、永並啓議員を指名いたします。 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ８番・永並啓です。それでは一般質問を

させていただきます。 

  ３か月の議員活動の中でわずか50分しか

ない質問時間です。そしてこの50分という

時間は先輩議員たちが議員だけでなく理事

者とも協議を重ね勝ち取ってきた時間であ

ります。私が議員になった約20年前は、質

問時間が15分で、それも３回しかすること

ができませんでした。それを20分に伸ばし

て一問一答を導入して、答弁も含めて50分

という今の形になりました。延ばすことが

できた背景には、ほとんどの議員の質問が

議論が白熱し、与えられた時間では終わら

ず、議長が鐘を持って無理やり終了してい

たという背景があります。それも議員の数

は今よりも６名も多い18名もいたにもかか

わらずです。今は12名にまで減っています。

減った６名分の住民の声も本来なら合わせ

て質問するわけですから、時間が全く足り

ない状態じゃないといけないはずなんです。

しかし最近は、管野議長の気持ちが穏やか

な気持ちのせいか、チーンというふうに鳴

らすことは聞かなくなったような感じがし

ます。この９月で４年の任期の２年が経過

します。先輩議員たちから、定数は減った

のに質が落ちたというようなことは言われ

ないように、私自身も気を引き締めて質問

をしたいと思います。理事者の皆さんも、

この時間は非常に貴重な時間ということを

理解した上で、前置きは要りませんので、

質問した内容にのみ答弁をお願いしたいと

思います。さらに一般質問は各議員が自由

に質問することはできますが、ここでの質

問は議事録だけではなくて全世界、ネット

を通じて世界に配信されています。特に豊

能町の住民の皆さんが間違ったように受け

取れるようなことがございましたら、理事

者の方も、周りで聞いておられる議員の方

もどんどん訂正してください。 

  それでは質問に入らせていただきます。 

  まずちょっと通告の順は変わるんですが、

まず交通問題について質問したいと思いま

す。何回か聞いてるんですが自治会カーシ

ェアリング、コミュニティカーシェアリン

グの自治会への説明タイミング、説明をさ

れたのかどうかということをお聞きしたい。

それで、その説明の際にどのように、私は

お願いしてたのは、最初の、ただ情報提供

するだけではなくて、それなりの、最初は

車代であるとか補助をするとか、そういっ

たことをされたのかお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  コミュニティカーシェアリングは一般的

な有償運行とは異なり、基本的には許可や

登録を要しない運送と位置づけられていま

す。利用者同士がルールに基づいて車を維
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持利用し、費用を分担し、車を運転できな

い方が利用する場合には登録されたボラン

ティアドライバーに運転を依頼する仕組み

でございます。周知の点でお問合せでござ

いますが、令和５年の２月及び５月に行政

連絡委員会議がございましたが、次年度役

員への引継ぎ事項等、また新年度役員への

依頼事項等の多数の案件でお願いする場合

であったため、本件についての説明は現在

できていない状況です。またカーシェアリ

ング自体はそれ自体では完成系として成立

することが困難であるため、地域公共交通

を補完する自治会の自主的な事業になるの

ではないかと考えております。今後また機

会を設けまして自治会等には周知をお願い

していきたいと思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  何回も聞いてるんですよ。検討し説明し

ますって答弁してるんですよ。ここでの答

弁は何なんですか。ここで、豊能町の中で

選挙で選ばれた町長含め議員が、ここでの

議論をっていうのは、豊能町の中で最高の

議論を議会、議論する場なんですよ。そこ

で部長が答弁をされている。説明をすると。

いろんな事情があったとしても、それ説明

するといったらしないと。それで感触を受

けて次にどういう感触だったかな、今回は

駄目だったけどそしたらこういう方法があ

るかな。言ったことを最初に第一歩を踏み

出してもらわないと、次の対応っての全く

取れないんですよ。１年前かな１年半前ぐ

らいに仙波総務部長が説明しますというこ

とをおっしゃられました。そしたらすぐに

説明してもらわないと。それでも説明され

てないんです。何回か聞いてますよ。やは

りこの姿勢っていうのは非常に問題になる

のは問題ですよ。ここで答弁されたことっ

ていうものは、よく検討しますと言ったら

すぐ検討しないことやっていうような、い

うふうに聞きますけど、やはりここで検討

するということはしっかり検討して、言っ

たことはちゃんと守る。それで、その結果

を報告する。それを聞くから、次に我々は

こういう角度からこういうふうにしたら事

業は進めるんじゃないかとか、次のステッ

プが踏めるんですよ。ぜひとも早急に検討

していただきたい。それと予算化も含めて

考えていただきたいっていうのは、先ほど

も才脇議員の交通問題でありましたけど、

九州のほうでも広まっていってるわけ。新

聞に載ってるタイトルでは、東日本大震災

から発祥したコミュニティカーシェアリン

グが、過疎地に新たな足が。過疎地、何か

聞いたことがあるですね。どこでしたっけ。

豊能町じゃないですか。過疎地ですよ。に

新たな足、住民が車１台を保有して運転は

ボランティア。先ほど町長はデマンドタク

シーのこともおっしゃられてましたけど、

月５人、何かもう予約数めちゃくちゃ少な

いですよね。事業としては基本的に失敗で

すよ。やはり、もっとそれやったらそれを

増やすような、新たな試みをして増やすよ

うなことを考えていくのか、豊能町の東地

域にデマンドタクシーというものが合わな

いんであれば、ほかの交通網っていうもの

を持ってこないと。いろんなところでいろ

んな、この過疎になった状況、高齢化を踏

まえた状況っていうのは豊能町だけじゃな

いんですよ。日本全国がそうなんです。も

っと深刻なところもある。そういったとこ

ろで、一つの事業に執着するのではなくて、

いろんなことを試して豊能町に合ったもの

っていうものを模索していく必要があると

思いますけど、それはどうお考えですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 
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  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  また今後、各自治会、タウンミーティン

グという回るということも検討しておりま

すので、その際に交通のこの問題も御意見

として伺いながら、地域のニーズを把握し

て、どのような対策が講じることができる

かというところを検討していきたいと思っ

ております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ぜひとも、交通網って本当真剣に考えて

もらいたい。町長は先ほど才脇議員の答弁

の中で、既存の民間の交通事業者を守ると

いうことをおっしゃいました。でも、何も

我々のところでそこと競合するようなとこ

ろをしようとはしてないんです。能勢電と

一緒のように隣にバスを走らすということ

は考えてないです。あくまでも豊能町の中、

中を活性化させる、中の移動手段を、いろ

んな便利にすることによって、能勢電に連

絡をする、連絡しやすくしたり、阪急バス

に連絡したり、しやすくしたりっていうの

が、行政が行う交通サービスの考え方だと

思うんで、ぜひともそこは、民間企業を守

ることだけではなくて、それを生き残らす

ためにも豊能町内で人が動くっていう体制

を作らないといけない。それはもうぜひと

もお願いしたいと思います。町長、何かあ

れば。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  議員おっしゃるとおりの趣旨で私も申し

上げたつもりでございますのでよろしくお

願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  これも前回提案して言ってますけど、富

山県の朝日町。公共バスで、なぜかバス停

が要らないんですよ。安全に止まれるとこ

ろだったら自由に乗ることができる。僕、

行って調べてきたいんですけど、行ってみ

たいんですけど、まだ富山県まで行けてな

いんで、ぜひともそれも含めて、いろいろ

な地域がこの交通問題、高齢化に伴う交通

問題って深刻なんで、いろんなことを取り

組んでますよ。もっと情報張り巡らして、

ぜひとも取り組んでいただきたいと思いま

す。 

  では続きまして教育問題かな。豊能町内

でいじめが起こった、いじめの件数なんで

すけど、これは全国的に見てどのくらい、

多いのか少ないのか。もしそういうのがわ

かってればお聞かせいただけますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  町におきまして、令和３年度のいじめ認

知件数は、小学校で67件、中学校で56件で

した。 

  このいじめ認知件数を1,000率、1,000人

に対して何人起こっているかという形で全

国と比較した場合、小学校は豊能町が122件

に対し全国は81件、中学校は豊能町182件に

対し中学校は32件と、小中学校ともに全国

より多いという結果になっております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  僕はこの数字の大小ってあんまり関係な

いと思ってるんですよ。判断、調べる件数
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が、いじめっていうものはどこで見つけて、

どのレベルで感じるかによって変わるんで、

多いところがすごい何か悪い子がいっぱい

いるのかなとか、少なかったら全然そこは

すごい平和なとこだなっていう感じはして

ないんです。僕は人が集まったらそういう

現象ってすぐ起こると思うんですよ。それ

はもうあくまでも調査方法がどこまで厳し

くやっているのか。ちょっとしたささいな

ことでもいじめとして捉えるのか、もう本

当に深刻な場合じゃないと捉えないのかっ

ていうものなんで、件数に関してはそんな

に心配はしてないんですけど、では、今、

こども未来部長、仙波さんが言った数字で

ちょっと多い。これを減らすために何か試

みをされているのかお聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほど申し上げましたように、豊能町の

小学校、中学校ともに、全国と比較すると

認知件数が多い状況となってます。これは

教職員がいじめを見逃さずに積極的に認知

している結果であると考えています。本町

におきましては、各学期の終了時に全校に

対してヒアリング、これは教育委員会の指

導部局のほうで各校に対してヒアリングを

行い、いじめの状況把握に努めております。

そこでは、深刻ないじめにつながらないよ

うに、未然に防ぐことを目的としておりま

して、例えば悪口を言われたという軽微な

事案につきましても、もし言われた本人が

嫌な気持ちになった場合は、それはいじめ

として１件としてカウントして、その上で

それはどういうふうに対処したかっていう

のをそのヒアリングを通じまして各学校に

確認をし、早期に解決するように指導をし

ております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  こういった子どもが、例えばいじめられ

てるとか、教科書に例えばいじめ、深刻な

場合だと落書きをされてるとかいった場合

に、例えば子どもはなかなか親に言えなか

ったりとか、言いにくい状況ってあると思

うんですね。そういうのを親が気づいたと

きに保護者はどこに相談するのか。何とな

く学校の先生、ほぼ担任かなと思うんです

けど、それで合ってますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  いじめ問題や子ども同士のトラブルなど

学校で問題を生じた場合、保護者はまず学

校に相談するケースが多いです。そこでは

学級担任だけではなくて、例えば学級に関

わる指導に関わる教員であるとか、時には

校長や教頭などの管理職に相談されるケー

スというのもあります。また一方で学校に

例えば相談しにくい、あるいは先生に相談、

教員に相談しにくい場合には、両中学校に

はそれぞれ１名ずつ週１回、各小学校には

２名体制で月１回程度のスクールカウンセ

ラーを配置しております。また、それ以外

にもスクールソーシャルワーカーにつきま

しても４名体制で、各小学校に月１回勤務

しており、これらの専門職員にも相談する

ことが可能となっております。また学校以

外の場所におきましても、中央公民館もし

くは西公民館で教育相談も実施していると

ともに、大阪府教育センターでは健やか教

育相談といいまして、電話であるとかメー

ル、ファクスによる相談、あとはラインに

よる相談というのも可能となっておるとこ

ろです。 
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○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ぜひとも、いろいろ相談するところがあ

るということは非常にいいことだと思うん

ですね。ただ、先生の負担として、保護者

からのいろんなことを聞くっていうのは非

常に負担が大きくなるっていうところから、

僕は以前から言ってるんですけど、先生は

できるだけ子どもの集団教育の中で教育の

ほうに特化してもらいたい。それで相談だ

とかっていうのは、もしかしたら先生も全

国的に見るといじめを放置したりとか、そ

ういった形でそこに加わっているケースが

あるということを考えると、やはりそうい

う相談というものは独立したところに聞く

必要が出てくるのかなと。そうすることで

先生の負担も減るし、保護者も客観的に調

査してもらうことができるということで安

心感も出てくるんですね。相談しやすいっ

ていう部分もあるんで、やはりそこから先

生の業務から、やはりそういう相談業務と

か、そういうのを切り離していくことで先

生の負担というものを減らしていくという

ことを具体的に考えないと、これからの教

職員の人材確保であったりとか、今日もま

ことしやかにささやかれている教職員は大

変だよブラックであるというのがあればど

んどん減っていきますよね。でも私学って

違うんですよ。そういったこと全部違うと

ころがやったりとか、警備に関しても違う

外部に委託したりとか、そういうふうに先

生はできるだけ教育することに特化するこ

とができてる。そういった環境を、公立で

もあるけども豊能町は教育のまちというふ

うなことで今までＰＲしてきて、これから

もそういうふうに続けていこうと思ってお

られるんであれば、そういったところも取

り組んでいくということは重要かと思いま

すけどもいかがですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  おはようございます。 

  教育長、森田のほうからお答えさせてい

ただきます。 

  先生方の負担、働き方改革というのは、

もちろん国のほうでも今、検討されており、

次年度からはそれぞれの教育委員会並びに

学校のほうにサポート的な人材も派遣をし

ようというようなことも検討していただい

ておるところでございます。なお、これま

でも何人かの議員さんから御質問がありま

したように、やはり先生方の負担というの

はできるだけ軽くして、やはり教育そのも

のに当たっていただくと、子どもたちの指

導を中心として当たっていただくことがや

はり大事だというように思います。事務局

の中でもどういった方法でそういうことを

実現していくかというような相談も、学校

とともにしておるところでございます。今、

議員おっしゃいましたように、できるだけ

そういう形で進められたらというふうに思

っております。なお、いじめのお話、先ほ

どから出ておりますけれども、豊能町のほ

うでは、学期に１回、子どもたちに自由記

述で、どんなことでもいいから書いてくだ

さいというような生活調査もしておるとこ

ろで、できるだけ重大ないじめにつながら

ないように早期発見ということに努めて、

みんなで努めていこうとしておるところで

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やっぱり先生の負担を減らすためには、
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やっぱり具体策は要ると思うんです。僕も

15年ぐらい前から、学校のクラブ活動は外

部に委託しなさい。もう15年経ってるかな。

この苦情相談に関しても独立させなさいっ

ていうのをもう前から言ってるんですよ。

国やることって、日本全国を考えるからす

ごい遅いんです。ですから豊能町っていう

ものはこんなちっちゃい町で学校も数少な

いわけですから、その中で先進的な、他市

町村の公立がやってない取組ってやりやす

いはずなんですよ。ぜひともその、言葉だ

けでなくその言葉を具体化する施策ってい

うものを打っていただきたいと思います。 

  引き続きなんですけど、先日、四谷大塚、

塾の先生が幼児、小学低学年かな、の子を

盗撮したっていう事例がありましたよね。

そのことに関してどうお考えかまずお聞か

せください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  今回の事件は四谷大塚という学習塾で発

生した事例ですが、小中学校や高校におき

ましても、教員が同様の行為を行ったり、

児童生徒と不適切な関係になるなどの事例

が多発しています。このような状況の中で、

国においても日本版ＤＢＳなど、わいせつ

行為を行った教員が教壇に立てない仕組み

づくりを検討するなどしております。この

ような事象が発生した場合、先ほど申しま

したような再犯防止策もしくは厳罰化とい

うのももちろん必要でございますが、ふだ

んから教員に対する意識付け、こちらのほ

うも必要であるというふうに考えておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ここでこれからの学校を考えると、やは

り幼稚園、保育所、小学校、中学校もカメ

ラの設置が必要かなと思ってるんですね。

この四谷大塚が行った対応っていうのは、

スマホの持込禁止、隠し撮りができちゃい

ますからね。今のスマホ性能いいですから。

それで保護者たちがリアルタイムに教室を

見れる。塾の授業風景が見れるようになる

わけですね。それで先生方の心理分析、こ

ういったことを行ってるわけですよ。多分

今までもされてなかった。当然、まさか自

分とこの講師がそんなことをするなんてっ

ていうのがどこの教育機関もみんな思って

るんです。でもそういう人は現にいるんで

すね。いたら対策を取るんじゃなくて、同

じ教育機関でそういうことが起こったんで

あれば、いやもしかしたら豊能町でもって

いうことを考えて対策に取り組む必要があ

ると思うんですね。特に今、ジャニーズ事

務所の問題もありますけど、子どものとき

の性に関する被害というかそういうのって

ずっと残るんですよ、トラウマとして。ぜ

ひともそういったところは、もう１件も起

こしてはいけない。そのためにはやはりカ

メラなどの監視がないといけないと思いま

すけど、そういうのについてはどうお考え

ですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほど申しましたように、教員の中でも、

小中学校、高等学校の教員の中でもそうい

った事例が多数発生しているというところ

は報道機関でも報道されたりしているとこ

ろです。そういった対策の一つとして、監

視カメラ、これは例えば教室に置いたりと

かっていうところについては、一定の抑止

する方法の一つであるというふうには考え
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ております。ただ、学校というのは大変広

うございまして、当然のことながら、教室

だけであればいいんですけれども、子ども

たちもいろんなところに行ったりする。ま

た、どうしてもカメラが及ばないようなそ

ういう死角的なところが発生するというふ

うに思います。そこにおける犯罪っていう

のはなかなか、要は校舎内全てを監視する

というのはなかなかカメラの中で難しいと

いうふうに考えております。現在のところ

は、教員に対してもそういう強く指導する、

事例を詳しく説明するなどして指導してい

きたいというふうに考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やっぱり何かを信用してもらうには、そ

ういう映像なり音声なりの情報がないと、

なかなか信用されない。よくワイドショー

とかでやってますけど、あれ全部音声があ

るからこそ、パワハラであったりっていう

ものが、それは本当だよねっていうことに

なりますよね。当事者が言うだけじゃ、な

かなかそれって、いやそんなん言ってない

よってやったら終わっちゃうんですよ。や

はりそういったのを防ぐ意味で、昔なら監

視カメラって住宅街にもなかったですよ。

でもそれがどんどん安価にもなってきたっ

ていうのもあるし、いろんなところにつく

ようになりました。もう警察だってそれを

使って犯人特定するぐらいですから、もう

監視社会を嫌だ嫌だ、そういうのはよくな

いって言ったって、そういうふうに世の中

の流れが進んでるわけですね。そうやって、

今、学校全体をって言いますけど、そうい

ったところで、いろいろなところにちょっ

とでも監視されてるところが増えて、監視

されていないとこが少なくなれば、そうい

ったことを、わざわざあそこの見えないと

ころに行って何かしようっていうことって

減ると思いますよ。やはりこれからカメラ

に関する考え方っていうものが、今、大き

く変わってきてると思います。コストも安

くなってます。そういったことを考えると、

そういった、悲しいけどそういう時代にな

っているのかなと思うんで、また検討して

いただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほど申し上げましたように、校内の死

角というのはなかなか多いございます。議

員がおっしゃるとおり、カメラが一つある

二つあるというところで、その抑止効果が

出るもしくは何かあったときの証拠能力に

なるっていうところについては一定理解す

るところです。ただ、カメラについては、

時代が変わっていくという議員の御意見も

ごもっともなんですけれども、やはりその

プライバシーの問題であるとか、そういっ

た点で抵抗、いわゆる心理的に抵抗がある

児童生徒がおるのも事実でございます。そ

ういった点も含めまして、カメラの設置に

ついては検討をしていきたいと思っており

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  確かになかなか難しいことであると思い

ます。本当はこういう、信頼関係が損なわ

れていってるっていうことなんですから、

本当はないにこしたことはないんですけど、

そういう時代になってきているから、それ

に対して、心理的に圧迫される子どももい

るけど、それで１人被害者が出るっていう

ものを僕は絶対避けないといけないと思っ

てるんで、ぜひとも時代に合わせた取組、
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そういったことも考えていっていただきた

いと思います。 

  続きまして防災対策ですね。まず、以前

も何回か言ってますけど防災無線の利用拡

大。実際この防災無線って、雨の日とか風

強い日とか、窓閉め切ると全く聞こえない

ですよね。それで私がお願いしたのは、昼

間の明るい時間とかであればよく聞こえる。

特に豊能町、空き巣とかスリ、空き巣が増

えてますよね。そういった犯罪を犯そうと

している人に対しては外を歩いてますから。

そういった人たちに、注意しましょうみた

いなのがスピーカーで流れると非常に効果

はあると思います。警察の情報を流したり

とか、そういったところでも防災無線って、

じゃあ防災無線って本来の機能は使えない

かもしれないけども、あるんだからもっと

ほかのことで転用していろいろな使い方を

しましょうということを考えてはどうかと

思いますが、それはいかがですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  現在、防災行政無線の利用につきまして

は、主に国による全国一斉の情報伝達試験、

Ｊアラートや、災害発生時の情報伝達とし

て利用をしています。また自治会や自主防

災組織などが自治会行事に関する案内や防

災訓練など、エリアを利用して利用してい

ただいております。今後も自治会に対して

は利用案内に努めてまいりたいと思ってお

ります。御質問の防災面、防災・防犯の防

犯面での利用につきましては、今後警察な

どと連携し、必要な場合は実施をしていき

たいと思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  それは警察にこちらから働きかけるとい

う理解でいいですか。警察のほうから多分

言ってくることはないと思いますよ。防災

無線をこういうのに使わせてくれっていう

のは。以前議会としても、警察署行ったら

いろいろなチラシって置いてあるんですよ。

でもそれって警察署にしか見れないんです

交番とか警察署にしか置いてないんです。

だからそれを、それやったら議会だよりを

通じて全戸配布しましょうということで配

布してきたんです。過去何回かね。こちら

から、そういう防災無線ありますけどこう

いったことにも使えませんかとか、こうい

ったことで昼間警察との連携をして、空き

巣対策なんかで情報提供してもらえません

かって働きかけたら、働きかけないといけ

ないと思いますけど、その確認だけさせて

ください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  議員から御意見のとおり、警察のほうか

らそういう協議というのは私のほうは聞い

ておりません。なので、今後、警察とも関

係者と会う機会がございますので、一度そ

の辺の御相談もして、警察の意見も聞きな

がら、防災無線として利用できるものがな

いかというところ、他団体の事例も参考に

しながら検討していきたいと思っておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  あとこれも前も言いましたけど、やはり

防災関連の情報発信が非常に少ない。昨今

も、今、９月１日が関東大震災の起こった

日なので防災の日って指定されてますよね。
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そのときにもドラマとかいろいろなところ

で、今度起こったらどうなるんだとか、南

海トラフが起こったらとかいろいろな発信

をしてます。やはり豊能町でも継続的にそ

ういう広報「とよの」とかを使って、防災

に関する情報というものを提供していくこ

とが必要だと思いますがいかがですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  防災関連の情報発信につきましては、町

のホームページや広報「とよの」により実

施しているところでございますが、今年度

は平成29年３月に作成した、豊能町総合防

災マップの改訂版の作成を予定しておりま

す。また、ホームページの掲載及び全戸配

布をする予定でございます。また、５月の

補正により承認いただきました自主防災組

織や自治会に対する防災や避難活動に係る

環境整備の助成金につきましても、５月の

行政連絡員会議においてお知らせしている

ところです。そのような機会を通じまして

周知啓発はしていきたいと思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  僕は新光風台の自主防災組織にもう設立

時８年ぐらいずっと携わってるんですけど、

やはり一般に世間、テレビから入ってくる

情報と、豊能町に応じた情報って違うんで

すよ。豊能町で、例えば豊能町の建物って

新耐震基準のところも結構多いですから、

なかなか建物が倒壊することっていうのは

少ないと思うんですね。ただ、家の中、家

が大きいですからタンスとかいっぱいあり

ますよね。そういう家の中の家具が倒壊す

る危険が高い。倒壊されたときに、若かっ

たら支えることができるかもしれませんけ

ど、ちっちゃい子どもだったり高齢者だと

それで倒れてしまうことが怖いんですね。

だから倒壊の対策というものが非常に重要

になってくる。そういった情報発信の仕方

っていろいろあると思うんですよ。豊能町

の実情に応じた情報発信を継続的にですね。

今回したから終わりじゃないんです。南海

トラフっていつ起こるかわからないという

ところでもう他市町村も気が気じゃないよ

うな状態でいろいろな場面を通じて情報発

信をしているわけですから、豊能町結構、

なかなか防災に関しては結構、安全なとこ

ろっていう意識があるのか、なかなか進捗

が遅いですけども、そういったところから

でも、啓発っていうものを進めていってい

ただきたいと思いますが。毎月とか、定期

的に枠を設けて、今回は非常食について情

報発信します。今回は転倒防止対策につい

て情報発信しますみたいな感じで、継続的

に続けていくということはできないですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  災害はいつ発生するかもわからないとい

うところもございますので、広報による啓

発も非常に有効な手段であると考えており

ます。紙面の都合等もございますが、その

ような取組もしていけないかということで

検討はしていきたいと思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ぜひとも広報での掲載をお願いします。

やはりホームページってなかなか見にくる

人、少ないと思うんですよ。でも広報紙は

ポストに投函されるんで、結構高齢の方で
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も熱心に見られる人多いと思います。そう

いった豊能町の実情に応じたその防災の対

策というものを積極的に行っていただきた

い。 

  引き続き防災対策ですが、高齢者の避難

方法について。何回か土砂災害警戒、大雨、

土砂災害の特別警戒情報って出るんですけ

ど、それでも避難される方が圧倒的に少な

いわけですね。レッドゾーンと言われると

ころに住んでいる人とか、そういったその

避難されない人のことをどうお考えですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  平成23年度の東日本大震災の教訓を踏ま

え、平成25年の災害対策基本法の改正にお

きまして避難行動要支援者名簿の作成が市

町村に義務付けられています。本町におき

ましても名簿を作成し、避難行動要支援者

本人の同意を得た上で、各自治会及び民生

委員に避難情報を提供し共有しているとこ

ろでございます。災害発生時や発生のおそ

れのある場合におきまして、高齢者を含む

要支援者の避難の誘導や安否確認等につき

まして、自治会や民生委員等に御協力をい

ただき、行政のみならず地域全体での体制

整備を図っていきたいと思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  いや、質問したことに答えてください。

実際避難してないんです。してない人をど

う考えるかということです。今、部長おっ

しゃられたのはよく知ってますよ。自主防

災会におりてきてますよ、名簿。名簿おり

てくるけど、何もできてないのが現状です

よ。だって行政、お金も出さない保障もし

ない。その中で要支援者名簿だけ渡して、

個人情報の塊ですよね。それを自主防災会

におろしてきてるんですよ。おろして個別

の避難計画を作りなさいって言うけど、ど

うやってできるんですか。素人の集まりで

すよ、自主防災会って、メインは。そうい

う要支援者とかってもしかしたら看護師さ

んの意見を聞かないといけないとか、そう

いうふうにいろんなところを巻き込まない

と作れないですよ。当然、国からそれを言

われてるのはわかりますけど、行政として

そういうサポートがないのに、自治会にお

ろしましたじゃ何もできないですよ。現に

８年間、一切その名簿って使ってないです

から。しっかりとそこら辺は、答弁される

んであれば、そういった、今どういうふう

な対応を豊能町がとっているのかというこ

とも踏まえた上で答弁しないといけないと

思いますよ。先ほどの質問で、避難してな

い人、レッドゾーンにいる、危険な地域と

いうふうに指定されたにもかかわらず、ほ

とんど避難してない現状をどうお考えです

かということに答えてください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  実際名簿に登載されているのに避難がで

きていないという状況でございますが。 

○８番（永並 啓君） 

  名簿じゃないよ、レッドゾーン。 

○総務部長（入江太志君） 

  レッドゾーンです。その方々の状況につ

きましては、一度また事情を自治会等、あ

るいは自主防災組織の方に状況を確認しな

がら、どのような対応が行政としてとれる

のかというところを、また検討していきた

いと思っております。 
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○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  これレッドゾーンというのは相当危険な

場所のはずなんですよ。だからレッドゾー

ンで指定されてるはずなんですね。今、最

近は豊能町起こってないですけど、最近の

雨の降り方って尋常じゃないんですよ。集

中してそこにとどまって、線状降水帯って

言いますよね。そこにばっかり降るんです

よ。そうなると、いつ崩れてもおかしくな

いという想定ができてしまうわけですね。

たまたま豊能町にはそれがきてないから災

害には至っていないかもしれないけど、線

状降水帯が豊能町のところにとどまってし

まった場合は何が起こるかわかんないです

よ。崩れたときに、いやいやいやって考え

てるわけじゃ遅いわけですね。そういった

ことを、ほかの地域で起こってる線状降水

帯によって大雨が降って地盤が緩んでって

いう状況、じゃあ豊能町で起こった場合は

どうしようか。豊能町にシミュレーション

の場合にシミュレーションをして対策をと

っていかないと、これはぜひとも早急にす

る必要があると思いますけどいかがですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  今まで永並議員のほうから、防災、避難

どうすんねんということでいろいろ御指摘

いただいてます。我々これからどうしてい

くのかっていうところなんですけども、こ

れ我々だけが町内部で動いたところで、な

かなか実際にレッドゾーンのところに住ん

でらっしゃる方、高齢者の方がそこのとこ

ろの気づきっていうんですかね。自分自身

どうそのときに対応するのかというところ

も大事になってくると思ってます。なので、

我々ができることといえば、例えばレッド

ゾーンのエリアに住んでらっしゃる方、あ

るいは高齢者で、避難がちょっと困難な方、

そういうことに対してどう対応していくの

かというのを、これは地域の皆さんと、ど

ういう避難の方法があるのかっていうとこ

ろは一緒に考えていかないと、我々だけが

災害が起こったときにどうしましょうとい

うことは、ちょっとこれ限界があるのかな

と思ってます。なので例えば、レッドゾー

ンに住んでる、そこにお住まいの方でした

ら、当然あなたレッドゾーンにお住まいで

すよということは周知させていただく。そ

の上でどうしていくのかっていうところは、

住んでらっしゃる方もそうですけども、周

りの支えていただく方、高齢者の方もそう

なんですけども、その方がどういうふうに

サポートいただくのかっていうところも含

めて、我々が地域に入っていって、自主防

の組織の方とか自治会の方いらっしゃいま

すけども、そういう方と一緒になって何か

やっていく、行動を起こしていくっていう

ことがまず大事なのかなというふうに思っ

ておりますので、そういった取組について

ちょっと検討させていただきたいなという

ふうに思います。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ぜひともやりましょう。よろしくお願い

します。やはり地域だけで進めていくと、

新光風台の場合は毎年交代する、役員さん

って毎年交代するんで、なかなか負担とい

うものを求めることができない。そこにや

はり役場と協力することで、避難サポート

隊、今、高齢化になってますから避難した

くてもできない人がいるかもしれない。そ

ういった声を拾って、ボランティアじゃな

いけどそういった活動をしたときはちょっ
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と幾らかでも出すから避難サポート隊みた

いなのを作ろうよとか、そういったことの

予算措置までは我々できないんですよ。そ

ういったところに行政と入ることで、そう

いった議論が一歩進むことになるんで、ぜ

ひとも定期的にというか、１回に限らず、

今、副町長がおっしゃられたことをやって

いきましょう。ぜひともよろしくお願いし

ます。 

  それで引き続きなんですけど、同じよう

に、これは最初、今回の議員になったとき

にも言ったんですけど、これから高齢化に

伴って、町政全般に言ってますね。選挙に

行きたくても行けない人、今、避難したく

てもできない人っていうのは、続きで言っ

てるんですけど、選挙に行きたくても行き

にくい人っていうものが増えてきてるんで

すよ。もう外に出るのがしんどいみたいな

感じでね。そういったところの対応って何

か考えておられるのかお聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  町内の現在の投票所の設置状況について

ついてですが、期日前投票所として本庁と

西公民館の地下ですね。地階等。選挙当日

の投票所といたしまして、12か所設置して

おります。現時点で高齢者に対しての対応、

施策等はございませんが、投票日当日の混

乱を避け、近所の方々や御家族の送迎によ

り期日前投票所に来られている場合もあろ

うかと思っております。今後の取組として

は、適正に間違いなく選挙を行える環境が

整えられ、有権者が投票しやすいというこ

とを考えながら、費用面、人員面も考慮し、

検討の課題の一つと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  前も検討しますと言ったんですよ。やっ

ぱり超高齢化率が深刻なんだから、高齢化

することでいろいろなことがなかなかしに

くくなるっていうところもあると思うんで

すよ。そういった対策っていうものを、高

齢化率が低いところじゃなくて、高い豊能

町だからこそこういった取組を率先してし

ますっていうことを打ち出していってくだ

さいよ。やっぱりそういうことを、今はも

う家族に頼ってとか、近隣でとかって言っ

てますけど、やっぱりそういったことを常

時サポートするような組織みたいなものが

これから高齢化の豊能町においては必要な

のかなという感じがしてます。簡単な移動

ですよね。そういったものが必要かと思い

ますんで、ぜひともこれは高齢化の町だか

らこその対策としてぜひとも検討していた

だきたいと思います。 

  もう１点、町政全般について。 

  ビッグモーターの件で、ビッグモーター

の前が街路樹が枯れてました。除草剤散布

されてましたみたいなことありますよね。

豊能町でも街路樹がところどころ枯れてた

りして伐採しているところがあるんですけ

ど、そこに除草剤の感じのものはなかった

のかどうかだけお聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします 

  議員御質問の街路樹が枯れてしまったい

うことに対してですが、本町のほうでは腐

食で、こちらのほうが伐採したりとか、先

日の台風、８月14日の台風でも25本ほど樹

木が倒木があったということで、それで撤

去して、その後速やかに根元までちょっと
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切ったりとかいうことありますけども、ち

ょっと誰かがそういう、わざと枯らしてし

まったようなケースというのは把握してな

いというのが実情です。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  これも先ほどの盗撮のことと一緒なんで

すけど、ビッグモーター、豊能町にはない

から関係ないわじゃなくて、同じように街

路樹はあるわけですよ。それが意図的に枯

らされたとかそういったことであれば、豊

能町においてうちはどうだったのかなと、

こういった原因はあるのかなということを、

一応これからの、そういう状況が出たとき

に検討していく必要がある。あれって税金

で作ってるもんですから。それに街路樹っ

てずっとあるときれいなんですけど、とこ

ろどころ歯抜けになると、むっちゃ見栄え

悪いんですよ。僕はなしにはしてほしいと

思いますよ。もうメインの道路だけにして

中のところは要らないんじゃないかと思い

ますけど、ある限りはちゃんと維持をして

もらいたいと思うので、そういった枯れた

っていう事象があった場合は今回のそうい

った教訓も踏まえて検査をしていっていた

だきたいと思います。 

  あと、これは最後お願い、質問なんです

けど、公共施設の進捗状況なんですけど、

やっぱりこれ本庁というものの位置づけを

はっきりと決めないと、なかなか難しい。

公共施設再編の答申を見ましたけど、小中

学校を除くみたいなことも書いてますよね。

やはり跡地利用というものを考えないと、

なかなかこれって住民の理解って進まない

と思いますよ。それで西地域において、今

ふれあい広場に何か建てるって言ってまし

たけど、ほかの今あるユーベルとかそうい

ったとこどうするんですか。そこの潰した

として、そこの跡地利用をどうするかって

いう案ありますか。お答えください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  施設再編について何点か御質問ございま

した。本庁舎の取扱いについては６月議会

で答弁させていただいてます。進捗につい

ては前回お答えしたとおりということで、

それ以外のところでお答えさせていただき

ますと、ユーベルホールあるいは公民館、

保健センターとかいろいろ施設ございます。

基本方針、我々６月に町の基本的な考え方

として定めさせていただきました。その中

では、別に新たに集約した施設を建ててい

くということで方針として示しております。

なので、ああいうユーベルホール、公民館

というのは、一定そこは取り壊していくと

いうことを今、考えているところでござい

まして、ただその後どうするのかというと

ころは、そこまで全く今の段階では議論で

きておりません。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やっぱりそこの議論って非常に重要だと

思いますよ。そこに企業誘致してますけど、

やっぱり何か今、話を聞いていると応募し

てくる企業次第というところが、企業にプ

ランニングしてもらおう。じゃなくて、豊

能町の行政を担っている皆さんが、豊能町

にはこういったものがあるからここにはこ

ういった企業来てほしいよねとか、こちら

から働きかける、企業に働きかけるような

ものがこれから必要になってくると思いま

すよ。ぜひともこの豊能町全体の跡地利用

も踏まえたデザインを考えて、それに見合
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った企業に声をかけるっていう姿勢も見せ

ていただきたいと思います。 

  以上で私の一般質問を終わりたいと思い

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、永並啓議員の一般質問を終わり

ます。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は午前11時30分といたします。 

（午前11時20分 休憩） 

（午前11時30分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、高尾靖子議員を指名します。 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  高尾靖子でございます。 

  御指名をいただきましたので一般質問さ

せていただきます。理事者の皆様方におき

ましてはわかりやすい御説明、御回答をい

ただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

  質問に入ります。 

  まず１点目は、大きな課題の町政につい

てでございます。 

  ６月会議で質問いたしました。自衛官募

集のために対象者名簿提供について、本人

の同意なく個人情報を提供するのは憲法が

定める基本的人権を無視している問題をと

指摘しました。除外申請できるよう求めま

したが、その御答弁では、あらかじめ申出

があれば除外可能ということでございまし

た。その後の対応として除外可能とした対

象者への周知徹底を検討されたのかどうか

お聞きいたします。よろしくお願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監兼住民部長。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  自衛隊への対象者名簿の件につきまして

は、これは自衛隊法に基づいて私どもで実

施してきたものでございます。６月議会に

おいて高尾議員にそういったお話をいただ

いたところではございますけれども、もう

そういった案内が要らないというような方

に対しましては、６月にも申し上げました

とおり、個人の情報の提供を望まない人へ

の配慮として、豊能町自衛官及び自衛官候

補生の募集対象者情報の除外申出に関する

要綱を町のほうで制定いたしまして、今後

は自衛隊への対象名簿を提出する前にホー

ムページ等で申出期間等を周知し、除外申

出手続をされた方を提供名簿から外すとい

うふうにしたいというふうに考えておると

ころでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  いい回答をいただいたと思っております。 

  岸田政権が進める、５年間で43兆円の大

軍拡により、日本が世界第３位の軍事大国

になれば、戦争をしないと宣言する憲法９

条が事実上なきものにされているわけです。

守る自衛隊から戦う自衛隊に変えようとし

ています。この間、新聞の報道などで、戦

争する国作りをいうことで報道されており

ますけれども、そうしたことは絶対許して

はなりません。強く訴えておきたいと思い

ます。この点では、今、戦争に関しては懸

念を感じている若者の皆さんも大勢いらっ

しゃいます。そういう点での検討されたい

うことは評価いたしたいと思います。 

  次にいきます。ＥＶ車リユース、ＥＶ車

の購入についての進捗状況についてお伺い

いたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 



 3－28 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  令和５年度の５月補正予算におきまして、

リユースＥＶ車両導入費用をお認めいただ

き、この８月末からＥＶ車、公用車として

２台利用を始めております。事業の内容と

いたしましては、能勢・豊能まちづくりと

の取組の中で、地域の脱炭素化及び循環型

社会の実現に向けた取組の一つとしてリユ

ースＥＶ車の活用の可能性の検証を進めて

いるところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  今、国は2030年までに新築住宅の６割に

太陽光パネル設置を目標にしています。今、

世界的にもガソリンが高騰しているもとで、

町は能勢町と共同開発した新電力会社の地

産地消のエネルギーを活用し、ＣＯ2削減に

貢献するために、太陽光パネル及び充電ス

ポット設置など、積極的に導入するように

求めますがいかがでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  カーボンニュートラルの社会の実現のた

め、地球温暖化の原因となる石油や石炭な

どの資源に由来しない再生可能エネルギー

の活用が注目される中、国では2030年度に

新築の戸建て住宅の６割に太陽光発電を導

入するものと目標を示されております。本

町では再生可能エネルギーの利用促進やエ

ネルギーの地産地消を図ることなどを目的

に、能勢・豊能・地域循環型まちづくり機

構の３者が出資者となって、新電力会社、

株式会社の能勢・豊能まちづくりを設立い

たしました。この能勢・豊能まちづくりで

は、初期費用ゼロ、月々の定額制で御家庭

の屋根に太陽光発電を設置できる、おうち

発電所プランを開始しております。一般的

に、家庭の屋根に太陽光発電を設置すると、

年間電力使用量のおよそ３割は太陽光発電

の電気で賄えるとされているため、エネル

ギーの地産地消にも寄与すると考えており

ます。現状では充電スタンドの復旧までは

行っておりませんが、今後、環境に配慮し

た地産地消のまちづくりに向けた取組を推

進しております。なお、この能勢・豊能ま

ちづくりでは、今年度このおうち発電所プ

ランの設置目標件数として５年を掲げてお

りますので、５件の目標を基に取り組んで

いるところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  積極的ということではありますけれども、

今申しましたようにガソリンが高騰してい

る。ガソリン車がすごくまだ多いわけです

よね。でも、そのためにＥＶ車も増えてき

て、普及されてきて、多く走り出しており

ます。家におりましたら独特の音がするの

でよくわかるんですけど、静かに走ってる

のがわかるんですが、そういうところでの、

豊能町にはまだ１軒もガソリンスタンドが

ないということは、本当にまちづくりが遅

れているようにも思えます。そういう点で、

やはりこういう機会に、発電している機会

に、やはり充電スポットの設置ということ

を私は求めておりますが、その点について

はいかがなのでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  以前からも御質問があったと思いますが、

充電スポットの設置につきましては、今の、
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これはデータはちょっと古いんですが、

2019年度末現在のＥＶ車の豊能町の普及台

数は63台というところは把握しておるとこ

ろでございます。この急速充電器につきま

しては、コスト面、費用対効果の面からは、

行政として設置するのは現在のところ難し

いと考えております。設置コストについて

は１台数百万円から1,000万円という試算も

以前しております。それにランニングコス

トが年間数十万円程度から100万円ぐらいに

なると見込んでおりましたので、その辺の

費用負担を考えると現在ちょっと設置とし

ては難しいという状況でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  今いろいろ財政的には大変な思いはある

んですけれども、やはりこういう能勢町と

の共同開発した新電力、これを利用する機

会があるわけですから、ぜひとも能勢町で

も設置されているように、豊能町でも一つ

そういう便利なものを設置して利用してい

ただけるような状況を作り出していただき

たいなと思うんです。家で30万円か40万円

したっていうことで充電機を買ってやって

おられる方も何軒か聞きました。そういう

のは１軒について負担が大きいとは思いま

す。しかし、そういう状況でありますので

せめて豊能町で、そういう一つサービス的

なことも含めて積極的に取り組んでいただ

きたいと思います。今後ぜひともその点は

お願いしていきたいとしておきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  次にいきます。地域公共交通の東西バス、

リレー便、ときわ台から箕面病院の線が廃

止され、東西がますます不便になりました。

デマンドタクシーを利用すると、本庁まで

約4,000円ぐらいがかかります。自己負担が

300円から400円ほどですが、差額の4,000円

は町負担です。ありがたいと思うことはと

おり越して申し訳ない気持ちでなかなか利

用する気持ちにはなれません。財源がない

もとで高額な町負担でとっても使いにくい

んです。10月から西地域でのＡＩオンデマ

ンド交通、初乗り300円は高いと思います。

有償実証運行されるいうことですけれども、

今後、北急開通路線バス運行の計画もあり

ますけれども、東西間交通ともに今後の見

通しはどうなのか。やはり豊能町を東西結

ぶ交通、ぜひとも考えていただきたいと思

いますが、その点お伺いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  町内の公共交通でございますが、人口減

少による利用者の減少、運転手不足、コロ

ナ禍による業績悪化など厳しい事業者の経

営状況となっている中、住民の生活の足を

持続的に確保するため、利用者の利便性の

向上を図れるよう、バス路線等を再編し、

最適な交通網の検討が必要となっておりま

す。令和４年の７月には新たな需要を生み

出すことや利用者の促進を併せて進めるた

め、利用者が少ないリレー便を廃止してデ

マンドタクシーによる運行を再編したとこ

ろでございます。東西のデマンド運行につ

きましては乗車には事前予約が必要ですが、

余野から支所まで東西間が400円で移動する

ことができ、現在のところ月60人程度が利

用されている状況でございます。またＡＩ

オンデマンドの交通実証実験は、ＡＩシス

テムを使った交通モードを実際に運行し、

将来、民間レベルで実装可能かどうかを判

断する目的で、昨年度に西地区において実

証試験を実施いたしました。今年度は昨年

度の実証実験を踏まえまして２回目の運行
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を予定をしておるところでございます。運

行の概要でございますが、今年の10月17日

から来年の２月19日までの126日間運行を予

定をしております。乗降場所は４か所減の

111か所と、なっております。運賃は、先ほ

ど御指摘ありましたが、大人を300円、子ど

もと障害者割引が100円となっております。

また、１か月の定期便としては大人5,000円、

子どもと障害者割引が2,000円の予定として

おります。決済の手段につきましては、現

金、クレジットカード、定期券で、順次ア

プリ内での電子決済も導入予定でございま

す。引き続き、目的地までの利便性を高め

ることと、能勢電鉄や公共路線バスへの接

続利便性と合わせた新たな移動需要を創出

すること、自動車を手放しても生活の利便

を確保すること、こういった新たなこと、

新しい交通モードに期待しつつ、交通課題

の解決を図る手段として利用可能かどうか

を見極めながら、今後の実証実験が将来に

向けた町の活性化あるいは住民の満足度の

向上につながるよう努めてまいりたいと思

います。今後、実証実験の結果を踏まえま

して、実証運行に向けた検討を進めるとい

うところでございます。東西のデマンドに

つきましても、令和４年４月から運行を開

始しておりますので、その利用状況を見て、

引き続き周知も図りながら、まだ利用運行

始めてそんなに期間たっておりませんので、

その状況を見ながら、改善できるところは

検討していきたいと思っておりますが、ま

ずは運行状況を推移を見守りたいと思って

おります。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  東西で利用するいう料金については、同

じ300円でいけるのかどうか。往復で600円、

400円になるのかどうかわかりませんけれど

も、それは一応納得できる料金ですが、西

地域回る場合は、往復で600円、近くの買物

施設行って往復で600円払うのはめちゃくち

ゃ高いないう感覚があります。それは住民

の皆さんからもそういう料金が高いなとい

うのはいただいてるんですよね。ここんと

ころは何とかならないのかなと思うんです。

特殊なＡＩオンデマンド交通ですので、そ

の設定が先進的なのかもしれませんけれど

も、もう少し利用しやすい料金をぜひ設定

していただきたいと思うんですね。今後の

次実施される場合はね。今回はもうそのよ

うに決められたいうことでは変更は無理だ

と思いますけど、今後はやはり利用状況も

見ながら言っておられるけども、この利用

はちょっと厳しいくなるんじゃないかなと

想像します。これ最初からこんなん言った

ら、骨を折るようなことになりますけれど

も、しかし近くに行く場合の往復600円で利

用できるのかというところが確かにちょっ

と考えどころになると思います。東西を結

ぶこの交通は今、求められているんじゃな

いかなと思うんですね。やはり便利な町と

して、ぜひとも今後しっかりと検討してい

っていただきたいと思います。このオンデ

マンド交通が利用されてよかった結果が出

たら、これを引き続き進めるということに

なるんでしょうか。もう一度確認させてい

ただきます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  10月から実証運行が２月までの期間とな

っております。その後、地域公共交通会議

での報告等、実装に向けた検討を行う予定

を予定をしております。令和６年度に入り

まして再度検証、関係者との協議等を経ま
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して、地域公共交通会議で合意をした上で

実装の運行に向けた手続をしていきたいと

思っております。現在のところそのような

予定をしておるという状況です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  自動車の免許証返納いうのはもうよく御

存じだと思いますけど、年々増えてきてい

ます。高齢化いうのはそういうことだなと

いうふうにつくづく思うわけですけれども、

その点についてはやはり利便性の高い豊能

町の交通状況が実現できるようにぜひとも

お願いしたいと思います。これは強くお願

いしておきたいと思います。ただ、参考に

ちょっとお伝えしたいと思いますが、寝屋

川では乗り合いタクシーっていうことで、

乗り合い事業があるんですね。これも10人

以上乗れるぐらいのあれですけど、地区内

は無料で地区外は１人300円と、そういうふ

うな計画をされてもう運行しております。

そういうことも参考にしてできるだけ利用

しやすい値段で、町内は無料という格好に

なってますのでね、これは地区内は。そう

いうようなことも含めて研究もしていただ

きたいと思います。これは地域公共交通の

中で決めることだと思いますけれども、そ

の点もいろいろな、全国で利便性を図られ

ているこういう交通について、ぜひともい

ろいろ取り入れていただき、豊能町を住ん

でよかったという町にしていっていただき

たいと思います。 

  次に、公共施設再編計画の最終的な時期

というのはもう出てくるのかなと思います。

公共施設の老朽化や、稼働率、人口動態、

財政見通しなど客観的な指標で将来の再編

は、高齢化の町には重要です。この点につ

いて、住民のニーズに合った計画であって

ほしいと思うんですが、その点は今聞きま

したようなことをぜひ、お考えを聞かせて

ください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  公共施設の再編に向けた現在の状況でご

ざいますけれども、まずは旧双葉保育所に

ある廃棄物問題の解決が重要でございまし

て、その問題の解決なくして、特に東地区

の施設再編を進めることはできないところ

であります。そうしたことから、現在、地

元自治会の方と早期の解決に向けて意見交

換を行っているところでございます。しか

しながら過疎計画の期限もありますので、

そこに向けた準備も並行して進めなければ

ならない。というふうにも考えております

ので、現在その進め方の検討を行っている

というところでございます。確定的なスケ

ジュールは現段階でお示しできませんが、

過疎債の関係から、全体事業を令和13年３

月に完了しなければならないというふうに

考えておりますので、そこを見据えまして

準備を進めているところでございます。進

め方についてはまだ、今現在研究中という

ようなところではございますけれども、当

然住民の皆様の御意見を聞くためのアンケ

ートや、それからワークショップ、そうい

ったものも開催しながら、十分な御意見を

お聞きしながら進めていきたいというふう

に思っておるところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  高齢化するこの豊能町において、ニーズ

に合った公共施設計画でぜひ進めていって

いただきたいと思います。これはこれで終

えておきますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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  次、暮らしと福祉についていきます。 

  コロナ禍のもと、国民健康保険の国庫負

担を削減し、滞納差押え、政権が徴収強化

方針で貧困に拍車がかかっています。町の

状況はどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  国民健康保険制度におきましては、令和

２年の２月より、新型コロナ感染症の影響

により収入が減少した方に対する減免制度

の特例が設けられ、国がその経費を負担し

ておりましたが、議員お話のとおり、令和

４年度の保険料をもって、このコロナ減免

の制度は終了となってございます。本町に

おけますコロナ減免につきましては、令和

年２年度につきましては49世帯で約934万

5,000円。令和３年度におきましては20世帯

で約368万8,000円。令和４年度は５世帯で

約91万7,000円という状況でございました。

制度はなくなってしまいましたけれども、

今後につきましても個別の相談に応じなが

ら、既存の減免制度や分割納付などを組み

合わせて、きめ細やかな対応をしていきま

す。一方、保険料徴収につきましては、被

保険者間の負担の公平性を維持するため、

税務課徴収室と連携をとりながら対応して

まいっておりますが、滞納者におかれての

生活状況を丁寧に聞きとりまして、一定の

負担能力が認める場合につきましては、状

況に応じて、差押え等の滞納処分を行って

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  これまでに丁寧に対応していただくよう、

言うていきましたけれども、その点は窓口

でしっかりと皆さんのお話を聞いておられ

る様子をよく見かけますので、その点ぜひ

丁寧にこれからも接していただいて、差押

えとかそこまで至らないようにぜひ問題解

決を図っていただきたいと思います。 

  国保の都道府県化でどこの市町村でも同

じ保険料のうたい文句で、市町村独自の国

保会計への繰入れや減免をなくすものとな

っています。国に国庫負担を増額すること

を求めます。これまでもお願いしてきてお

りますが、私どもも国へ要請をしておりま

すが、豊能町としてもぜひ増額、国庫負担

の増額を要望していっていただきたいと思

います。その点、できるでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  先ほど議員御発言のとおり、来年度から

大阪府におきましては、大阪府下統一の保

険料を用いまして、同じ、北は能勢、南は

岬町にいたって、同じ所得であれば同じ保

険料という形で展開されていきます。ただ

国保財政と申し上げますのは、今、財政に

ついては大阪府が握ることになるんですけ

れども、やはり高齢化でありますとかに基

づきまして、医療費については年々増えて

ございます。一方、所得に関しましても以

前よりもかなり世帯当たりの所得という水

準は下がっているようにお見受けします。

ということは、保険料が集められなくなっ

て医療費がかかるということになると、や

はり保険の保険料を上げていかざるを得な

いと、こういうことになるんですけれども、

ただおっしゃるように、御負担のかからな

いようにしっかり医療にかかる場合につい

ては医療かかってもらうという制度はこれ
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基本ですので、その点、保険財政を守るた

めに、その点についても我々としても御要

望していきたいというふうに思ってござい

ます。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  基本的人権を守っていただくいう立場で、

ぜひともその点については丁寧に行ってい

ただきたいと思います。そして国へも要望

を、増額の要望をしていってください。 

  次にいきます。 

  今、毎日のように、保険証代わりにマイ

ナンバーカードの利用でトラブルが続出し

ています。紙の保険証での受診は全く問題

がなかったんですけれども、本町でのトラ

ブルはあるのかないのかその点をお聞かせ

ください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  市町村の国民健康保険制度につきまして

は、被保険者のデータにつきまして、全て

マイナンバーカードとひもづけた住民基本

台帳データと連携をされてございます。先

ほど説明ございましたけれども、報道され

ているような、私どもとしては手作業によ

り別人のマイナンバーカードをひもづけて

しまうということはございません。また各

医療機関における資格確認の状況について

の把握ということは実際はできておりませ

んが、私どもにこれまでにトラブルとなる

ような苦情やお問合せについては今のとこ

ろ入ってございません。また本町の国民健

康保険診療所におきましても、マイナンバ

ーカードを保険証として利用する方はまだ

数人ということでお聞きしていますけれど

も、今のところ連携がうまくいかないなど

のトラブルはこれまで起きてございません。

今後、必要な対応が生じましたら、国等が

示される指示に従いまして対応していきた

いと、このように考えてございます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  ありがとうございます 

  まだ数人がマイナンバーカードの診療と

いうことをお知らせいただきましたけど、

やはり今の状況から見て危機感を感じてお

られる方は大勢おられるんじゃないかと思

います。その点で私どもは懸念しておりま

して、マイナンバーカードの使用で全国各

地でトラブルが続出していることについて、

マイナンバーカードは取得は任意と言いな

がら、健康保険証を廃止し、カードを持た

ない人には本人申請を条件に資格確認書を

発行するという問題について、保険料を納

めているのにも関わらず、国民健康保険加

入者を差別的に取り扱うべきではないとい

うふうに思うわけです。健康保険証廃止を

休止すべきではないかというふうに思いま

すが、豊能町ではそういうことは、今、ト

ラブルがないいうことではお考えになって

ないのかもしれませんけれども、こういう

全国的な状況を見てどのようにお考えにな

っておられますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  私も実際、日常生活に戻りますと、新聞

やテレビで、今、議員がおっしゃったよう

なことを耳にしたりします。私どもの保険

者として何ができるかということになるん
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ですけれどもそういった不安については、

私どもの健康保険については大丈夫だとい

うことをまず御案内させてもらうというこ

とが一番大事なのかなと思ってございます。

そういった報道があるたびに、見てますと、

やはり電話がちょっとなったりして御不安

になられてる方もいらっしゃるというのを

目にしておりますので、そういう形での保

険者としての取組があるのかなというふう

に思っています。先ほどうちの町だけそう

いうことを離脱といういますか、脱退する

ということなんですけども、これはきっち

り法律等に定められてますし、先ほど大阪

府が一体化してやってるという方針に従っ

て進めてございますので、そこは困難なの

かなというふうに思ってございます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  これは、マイナンバーカードの取得は任

意ですので、強制はしないようにいうこと

をぜひ求めておきたいと思います。 

  次にいきます。 

  光風台中央公園のシンボル的樹木が、枯

れました。木の周りには人工芝生が敷かれ

ているところです。自然界での人工芝によ

る窒息状態で枯れたのではないかと職人さ

んも言っています。この点について、この

木に関して補償がされるのかどうかお伺い

いたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  昨年のスマートシティの取組の中で、光

風台の中央公園の再整備、いろいろ御心配

をおかけしてたかと思います。まず人工芝

の構造なんですけども、表面は緑色の人工

芝となっております。その下に草が生えな

いような防草シート、草が生えにくい防草

シートというものがひかれておりまして、

その下にさらに真砂土、改良土が、今なっ

ているという、大きく三重構造というよう

な形になっております。御質問の人工芝な

んですが、この商品、密閉状態のものでは

ありませんで、構造上、地面へ浸透する構

造となっております。また人工芝の下の下

地にいてる防草シートについても水はけの

よい商品ですので、窒息状態にはならない

かと考えております。現在、町内の造園業

者に見てもらい、それから、これからです

けども樹木医さん、それから専門の大学の

先生のほうにもお願いしておりまして、完

全に今はまだ枯れてるわけではございませ

んので、秋口以降その樹木を注視しながら、

この樹木の保全対応などについて検討して

いきたいと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  まだ完全に枯れてるわけではないという

ことですね。この間、台風は少し風を起こ

して小枝がいっぱい落ちてました。あそこ

で遊ぶ子どもたちは、危ないなと思いまし

たね。誰があそこを掃除するのかなという

ふうに思います。人工芝生は掃除がしにく

いんじゃないかなと思うんですよね。小枝

を拾って外側に出したりして、子どもたち

けがしないようにと思ってやりましたけれ

ども、大変危機感を感じますね。今、おっ

しゃったように水は浸透するし、大丈夫だ

とおっしゃってるんですけど、あの木の色

はだんだんと変化していって茶色く、小枝

がばらばらと落ちてくるような状態になっ

ているところでは、もう本当にほぼ危ない

んじゃないかなというふうに私は思うんで

すけれども、専門家の方もこれはちょっと
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やばいんじゃないですかというふうな意見

もありました。その点注視して見ておきた

いと思いますけれども、しっかり対応して

いいただけるように、やはりあそこはみん

なが遊ぶ中心的な場所でありますし、そう

いうところでの環境の変化というか、きれ

いな木陰ができるような、そういう状況が

やはりみんな求めているので、そのところ

はよろしくお願いしたいと思います。 

  次の質問ですが、光風台中央公園のトイ

レは夏祭りに間に合わなかったということ

で、自治会のほうでもそのようにおっしゃ

ってたんですけれども、設置場所の変更は

あるのですかどうか、ちょっとお聞きいた

します。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  光風台の中央公園のトイレの設置工事に

ついてですけども、現在詳細設計のほうを

行っておりまして、予定では９月下旬頃に

そのトイレの設置の建築確認申請の許可が

下りる段取りで今現在進めております。工

事については10月下旬頃、契約手続を行い

まして、来年にはなるんですが、３月末ま

でには工事を完了する予定で今現在進めて

おります。議員御質問の設置場所について

ですけども、もともとトイレが設置されて

いた場所、現在Ｗｉ－Ｆｉ広場っていう、

舗装されたところの道路側のほうにありま

した。プラス検討場所としては、その光風

台中央公園のグラウンドの隅のほうのこと

で、一応その２点で考えておったんですが、

現在はそこではなくて、昨年度、光風台の

自治会館側のほうに公園用の駐車場として

３台、それから車椅子用の駐車場として１

台、新たに計４台増設したんですけども、

その整備した公園駐車場の真ん前辺り、間、

先ほど、オーバルコースと間に、多少傾斜

あるんですが、芝生の部分がありまして、

そちらのほうでトイレが設置できないかい

うことで現在詳細設計を行っております。

この場所ですと、先ほど申しました、もと

あったトイレの場所とかグラウンドの隅と

比べましてもコスト面でも一番安価でなる

と。それから椅子利用者にとっても配慮し

た場所ではないかと考えておりますし、あ

と新しく整備したバス停留所、それからそ

のバスの待ってる方などにとっても使い勝

手がいいのかなということで判断しまして、

この現在この場所で建築することで設計の

ほうを進めているということです。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  トイレは今までも潰された経緯がありま

すので抑止力のある、そういうところで設

置されるいうことは、変更された点ではよ

かったなと思いますけども、その点につい

て、今後ともよろしくお願いいたします。

ただもう１点、今、オーバルコースって言

われておりましたけれども、子どもたちか

らすごく喜ばれていて、スケボーや自転車、

三輪車で楽しそうに遊んでいる様子が見ら

れます。親の方がその周りで見守っている

様子が見られるんですが、暑くて木陰もな

い、ベンチもないいうことで、もうこれた

まらないなっていう声を聞きました。質問

にはなかったんですけれども、家族も憩え

る優しい公園であってほしいと思うんです

けれども、今後、木を７本かな、植えられ

た、桜だったでしょうか、植えられたいう

のはあと10年ぐらいたたないと木陰にはな

らないのかなと思うんですけれども、そう

いうところでの手立ていうのがもうできな
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いのかどうかお聞きしますが、もし答えら

れるようでしたらお願いしたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答えられますか。通告にはないですけれ

ど。 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  先ほど議員のほうからオーバルコースの

周りで何かしらその植栽、木陰ができない

かという御質問かと思います。今回のこの

公園の中央公園のリニューアルによりまし

て、大幅に樹木を除去して、大分見通しを

よくしたという経緯があります。それにつ

いては、公園が作られてから40年、50年た

っておるということで、先ほども議員のほ

うからもあったかもしれませんけど、台風

等でちょっと倒木の危険性もあったり、腐

食してたり、そういったものがありました

ので、そういう木を伐採した、除去したと

いうところです。その代わり桜の木を４本

ほど、そのオーバルコースから人工芝のほ

うに向かって植えてはおります。ただ小さ

い苗木からどんどん今大きくなってる最中

ですので、もうしばらくかかるかなと思っ

ています。その木を植えるというのは可能

かなと思うんですが、桜の木と一緒で、ち

ょっと大きな木をもってくるっていうのは

なかなか難しい状況でして、苗木等々から

持ってくるとちょっと時間を要するので、

ちょっと別の手段を考えないといけないの

かなと。別の手段を考えるっていうことは、

あずまやみたいなものとか、そういったも

のになるのかなと思ってます。今回そのト

イレを設置する場所にそういったもの、オ

ーバルコースとの間にちょっと若干フラッ

トな場所があって、そこはもうトイレを設

置するということで、ちょっとスペースが

なかなかちょっと少なくなってきてると思

いますので、そういうものができるのかど

うかも含めてちょっと一度検討したいな、

現場を見て検討していきたいなと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  今後ぜひ皆さんが、老若男女皆さんが憩

えるような公園にぜひしていっていただき

たいと思います。 

  次にいきます。 

  大阪万博のパビリオン建設等が遅れてい

るということを聞きます。インフラ整備で

3,400億円とか、それから7,500円に大幅に

増えてきてるいうことで言われているんで

すけど。億円です。ごめんなさい。3,400億

円から7,500億円にはね上がってるいうこと

が言われておりまして、建設費がすごい増

えてるんですね。その中で本町では西地域

に小中一貫教育での建設事業者の選定とか、

これから建設資材高騰など懸念されるわけ

ですけど、工期の遅れや予算価格に影響が

出ないかどうか、その点についてお伺いい

たしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  義務教育学校の整備につきましては、令

和８年４月の開校を目指しまして、今現在、

令和６年度、７年度に工事を行うという計

画でもって実施設計を進めているところで

す。現在まだ実施設計中であるため正確な

経費は算出できていませんが、当初の計画

どおり、東西地区合わせて35億円、西地区

は約32億円の範囲内で実施できるように現
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在実施設計を進めているところです。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  今、資材高騰などで大変の予算額が増え

るおそれもあるんですが、それは国が認め

てくれるということでよろしいんでしょう

か。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  議員おっしゃるとおり、今、日本全国、

世界中なんですけれども、人件費や建設資

材の高騰に伴う建設費の増加につきまして

は建設費に影響を及ぼすところです。学校

施設の整備に関しましては、その国庫補助

金の単価のかさ上げにつきまして、これに

ついては大阪府を通じて国へも強く要望を

お願いしているところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  教育には遅れがあってはなりませんので、

ぜひその点について強く要望、引き続きし

ていっていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

  以上で高尾靖子の質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、高尾靖子議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は13

時10分といたします。 

（午後０時20分 休憩） 

（午後１時10分 再開） 

○副議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、池田忠史議員を指名いたします。 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  議長より御指名いただきましたので一般

質問を始めさせていただきます。１番・池

田忠史です。 

  まず、ネット環境、通信環境設備につい

て質問をさせていただきます。 

  内閣府の消費動向調査によりますと、ス

マートフォンの普及率は約88.6％ガラケー

と呼ばれる従来型の携帯電話の普及率は

15.2％となっています。また、携帯会社の

調べでは、60代で９割超、70代でも８割近

くの方がスマートフォンを利用されている

とのデータもあります。スマートフォンな

どのモバイルデータ通信については、利用

ギガ数によって料金がかかり、今、ギガ放

題とかいろいろありますけれども、使うほ

どお金がかかるという料金体制になってい

ます。それに対しＷｉ－Ｆｉ利用では、ア

クセスポイントがあれば利用料がかからず、

アクセスポイントの約半径10メートルから

100メートル程度、携帯電話に比べるとかな

り範囲は狭くなりますけれども、その間で

あればデータ通信をするにも無料ででき、

スマートフォンなどの回線通信に比べると

通信速度が高速で大容量の通信が可能とな

ります。また、スマートフォンなどが使え

ない場合にも、Ｗｉ－Ｆｉスポットが、ア

クセスポイントがあればＷｉ－Ｆｉ環境は

使える環境にあると言われています。Ｗｉ

－Ｆｉを使う目的として、総務省の調べに

よりますと、特に観光振興、防災対策、住

民サービスの向上など、この三つの目的を

多く考えられ、使われていると言われてい

ます。全国の約60％の自治体で、いずれか

の目的でＷｉ－Ｆｉ環境が整備されている

というデータもあります。豊能町において

は学校のＧＩＧＡスクール構想の関係で、

学校にはＷｉ－Ｆｉの設備が整えられてい
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るのと、本庁においても、職員間、議員も

そうですけれども、利用する分にはＷｉ－

Ｆｉの環境は整えてはおられますが、一般

で使われる環境ではありません。今後のこ

とも考え、防災対策として公共施設や避難

場所にＷｉ－Ｆｉ設備を設置してはどうか

と思いますがいかがでしょうか。 

○副議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  デジタル技術を活用した住民サービスを

提供していくに当たっては、安定した通信

環境についても整備していく必要があると

考えております。スマートフォンやタブレ

ットなどのネットワーク対応端末を利用す

る際に、Ｗｉ－Ｆｉのような無線電波の活

用は大変便利なものという認識はしており

ます。例えば公共施設にＷｉ－Ｆｉ環境を

整備することにより、情報発信力の強化や

発災時の通信回線の強化、あるいは住民サ

ービスの向上や各施設の集客効果などが図

られると思っております。一方で各施設の

設置する目的に応じた効果を発揮させると

いう必要もあろうかと思います。今後、公

共施設の再編時などの時期を見ながら、対

費用効果や持続性の確保等を勘案した上で、

住民サービスの向上や各施設の集客効果、

あるいは行政事務の効率化、あるいは災害

の観点からＷｉ－Ｆｉの設置の必要性につ

いては検討していきたいと思っております。 

○副議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  防災対策として、公共施設避難場所等、

設置する目的としましては、災害時には情

報がなかなか入ってこない中、情報難民と

言われるような形のもので、情報が得られ

ない環境に置かれる中で、Ｗｉ－Ｆｉ環境

が整っていれば、今、先ほど申し上げたと

おり多くの方がスマートフォンを持たれて

いるので、情報をいろいろなところから得

られるという利点があります。また豊能町

においては、中央公園でスマートシティ事

業としまして、キッチンカーやマルシェの

開催でにぎわいを創設するためにＷｉ－Ｆ

ｉ環境を整えているという事実もあります。

また川崎市では、いきなりそのＷｉ－Ｆｉ

を何でもかんでも作るっていうわけではな

いので、何が必要なのか目的を考えるため

に検討委員会を立ち上げて、実際目標を掲

げて、最終的にはＷｉ－Ｆｉ環境を整えて

いるという自治体もあります。自治体にＷ

ｉ－Ｆｉを設置するに当たって、そのスマ

ートシティを推進しているこの豊能町にお

いては、通信環境の整備については必要だ

と思いますけれども、実際協議会の中にそ

ういう業者さんが入っておられて、実際フ

リーのＷｉ－Ｆｉを公園に設置されている

わけですから、そういう意味でも、今この

時点で、その公共施設の再編はもちろん、

そのときには必ずと言っていいほどしてい

ただけたらいいとは思いますけれども、再

編が最終の完成が令和13年であればまだま

だ先の話になるので、検討委員会を立ち上

げるなり、そういった業者さんに頼んでと

いうか検討していただいて、早めの設置を

考えていただきたいんですけども、いかが

でしょうか。 

○副議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今、公民連携でスマートシティの取組を

進めております。ＣＳＰＦＣ、コンパクト

スマートシティプラットフォーム協議会、
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この活動には70社を超える企業が参画をし

ておるという状況でございます。当然Ｗｉ

－Ｆｉの環境整備にたけている業者もいら

っしゃると、たくさんいらっしゃると思っ

ております。そういう意味では技術的には

整備あるいは支援を受けるという状況は可

能であるかと思います。この協議会との意

見交換の中でも、こういったサービスを提

供するためにどのような通信環境の整備が

必要かといった検討がされる場合もあると

思っております。このサービスと環境のハ

ード面を両輪で検討していく必要があるか

なと思っております。また、このデジタル

技術を活用して、インフラあるいは公共施

設等の運営等を最適化して、利便性あるい

は発災時の活用につきましても検討の可能

性は検討していきたいと思っておりますが、

費用効果等も考慮しながら、その点も踏ま

えて検討はしていきたいと思っております。 

○副議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  費用面に関してある自治体では過疎債を

利用して整備されているところもあります

し、また自動販売機にＷｉ－Ｆｉ設置、Ｗ

ｉ－Ｆｉをついた自動販売機を設置して環

境整備されているところなどもありますん

で、そういった、お金はかかりますけどで

きるだけかからないか形での環境を整える

こともできると思いますので、またそうい

うのも検討していただければと思います。

町でなかなかそういった環境設備を整える

のにはいろいろな検討も必要でしょうから、

まずは近隣、例えばですけど423号国道沿い

であったり、477号の道のにぎわいをとかい

う計画もありますし、ちょっとどういう線

引きにするのがいいのかわからないですけ

れども、観光に関わるような飲食店や販売

業、そういった業者さんがフリーＷｉ－Ｆ

ｉを設置するに当たって、町で一部補助金

なりという形で負担してみてはどうかと思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

○副議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  今、現在423号、これは平成30年度ににぎ

わい作るために規制緩和やってまして、今

年度中には国道477号ほか、その他の府道沿

いでも規制緩和を図るべく動いておるとこ

ろです。一応それは民間業者さんのほうの

企業誘致も目的がありましてそういうふう

に進めておるところなんですが、そこにそ

ういった補助金等々については今後の課題

にはなるんでしょうけども、まだちょっと

そこまでは、そういう補助等を本町のほう

が出すかまではまだ至ってないところです

ので、今後ちょっと検討はしていきたいと

思ってますが、ちょっとなかなかＷｉ－Ｆ

ｉ等のそういった設備に対しての補助金を

出すっていうことについてはちょっと難し

いのかもしれないと考えております。 

○副議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  個人というか店舗で経営される分と自治

体とでは設置の仕方が大分違ってきまして、

個人の店舗さんであったりっていうところ

で設置する場合でしたら、ちょっといろい

ろ調べましたけども、高い事業者さんでも

月5000円程度、安いところだと月二、三千

円で、コンセントを差したらすぐにＷｉ－

Ｆｉが使えるっていう、そういうようなこ

ともできるようなサービスが今たくさんあ

りますんで、導入に当たっての補助なのか

維持に当たっての補助なのか、そういうの

も、そんなたくさんの店舗がそれだけ必要
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な計算にはならないので、単純にですけど

2,000円としても年間で２万4,000円ですよ

ね。それが10事業者でも24万円です。単純

計算なんでそんな10事業者なのかどうなの

かというところはありますけれども、そう

いうこともありますんで、今後、今いきな

りそれがどうというわけではないですけれ

ども、そういったものも検討していただい

て、できるだけ早い段階で豊能町内にそう

いうＷｉ－Ｆｉなり通信環境をもう少し整

えて、今言った住民サービスもしくは観光

等に利用できるような形を整えていただけ

ればと思います。これはもう要望として終

わります。 

  続きまして２番目に移らせていただきま

す。 

  子育て支援について、昨年12月にも質問

しましたが再度お伺いします。前回にもお

伝えしましたが、高校への進学率は全国で

98.9％、義務教育ではありませんけれども

ほぼ全員が高校へ進学しております。豊能

町内には高校がありませんので近隣の市町

に出ていくことになります。通学に、東地

区では主として阪急バス、西地区では主と

して能勢電鉄を使って学校まで行って通学

しているわけですけれども、ざっくりです

けれども大体年間20万円以上の交通費がか

かっているわけですね。昨年の質問の中の

町の試算でいいましても、高校生の通学費

全額負担する場合、東地区で約1,500万円、

西地区で約2,400万円、合計3,900万かかる

というような回答をいただいております。

実際、前回の回答の中にもありましたけれ

ども、国や府からの補助金もなく町単費で

ということなので、かなり厳しいというお

話がありました。ただ、全額ではないにし

ても、どういう方法かは後から提案させて

いただきますけれども、一部負担という形

で通学の補助をしてはどうかと思いますが

いかがでしょうか。 

○副議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  高校生の通学費につきましては、その補

助について、昨年も議会の中で御質問いた

だいたところです。もう一度試算をし直し

ましたところ、西地区では約2,200万円、東

地区は約1,500万円の合計3,700万円の財政

負担が生じるという結果となっております。

例えば仮にこれを半額の補助を行うと、

3,700万円掛ける２分の１で1,850万円の負

担となります。それに加えまして、補助金

の交付手続にかかる人件費でありますとか

事務費等を踏まえますと、町財政にとって

は相当の負担となります。本町におきまし

ては、義務教育学校の整備や公共施設の再

編など数多くの課題を抱えております。毎

年の負担を考慮すると、現状では難しいと

考えています。 

○副議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  今、先ほど約10万円ほどと言いましたけ

れども、もう少し細かい数字でまずお伝え

させてもらいます。東地区でいいますと、

東地区から池田、千里中央どちらに出て行

くにしても、年間のフリーパスを購入した

として16万2,200円。これ１年分ですね。こ

れはあくまでも池田、千里中央までですの

でそこからプラスの電車がある場合は電車

代が追加でかかります。西地区は一番端の

妙見口から梅田まで電車で乗って通学した

として年間12万4,860円。これ一応半年定期

掛ける２回分ですね。年間２回になります

んで。さらにこちらも逆にバスに乗る場合

にはバス代が別に別途かかります。さらに、

この９月から阪急バスの値上がりがありま
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して、東地区におきましては、今フリーパ

スを持っている方はこれ以上かかりません

けれども、来年度、年間のフリーパスが１

万2,500円の値上げで17万4,700円。さらに

バスが千里中央まで行かず、これも先ほど

千中までって言ってましたけれども、北急

が延伸しまして萱野止まりのバスの運行に

なりますと、萱野から千中までが年間で２

万8,820円ですので、東地区でいうと17万

4,700円と２万8,820円足して年間合計20万

3,520円。今現在より４万1,320円さらに値

上がりになります。西地区においては今そ

の先の部分はないのでそのまま先ほど申し

上げた分で、梅田までの定期代として12万

4,860円。これ東地区と西地区で比べますと

約２倍ぐらいの差があるんですよね。これ

東地区に今住んでおられる方で、１人子ど

もがいてて20万円、２人いてたら40万円。

電車の定期代は半年間なので２回ですけれ

ども、バスの定期は１回、３月、４月に買

いますので、その時期に40万円必要になっ

てきます。３人いてたら60万円。子どもの

人数はあれですけれども、そう考えるとか

なりの負担の金額になっていると思います。

実際、今はちょっとましにはなってたんで

すけども、少し以前は、高校になる時点で、

その通学費がかかったりっていうこともあ

りますので、豊能町から子どもを連れて出

ていかれる割合が高かったと聞いておりま

す。実際、今年も私の知り合いの方で子ど

もが高校に行く時点で少しちょっと負担が

大きいということで出て行っておられる方

もおられます。これ町長がおっしゃる東地

区の子育て世代を呼び込む施策として、こ

の負担を聞くとなかなか難しいと。西と東

はそういう意味で言っても、じゃあ西に住

めばっていう話になってくるので、そうい

う問題でもないと思うんですよね。先ほど

半額負担すればというお話もありましたけ

れども、半額と言わず、例えばですけども

10万円を超える分に関して交通費を払って

いる方の上限３万円までとか、例えばです

よ、とか、15万円を超える交通費を負担し

ている方に関してはその上限を超えた分と

か、そういった線引きをして負担を考えれ

ば、例えば上限３万円にして、10万円を超

えて上限３万円にしたとして、大体ですけ

ども300万円ぐらいからトータルで1,000万

円ぐらい。15万円を超えてそこのオーバー

する分で負担するとなると300万円ぐらい。

確かにわずかではありますけれども、やは

りそういった負担をしてあげることによっ

て、全然やっぱりイメージって違うと思う

んですよね。川上議員が昨日質問でされて

ましたけれども、さすがに全額負担して１

億円とかそんなことはなかなか難しいとは

思いますけれども、何らかの形で少しでも

負担をして、通う負担を軽減してあげる。

町が負担して、その家庭の負担を軽減して

あげる、そういうことが必要だと思うんで

すけれども、どうお考えでしょうか。 

○副議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほど私、3,700万円、通学の補助の場合

にかかると申し上げました。これは値上げ

後の年間スクールバスの費用17万4,700円。

これが東地区、いわゆる最寄りの千里中央

もしくは阪急池田までという想定。それか

ら西地区については８万3,000円、約８万円。

これは川西能勢口までの定期の金額で積算

をしております。トータルで3,700万円、掛

ける２分の１で、1,850万円と申し上げまし

た。今、池田議員がおっしゃられたように、

上限云々というそういった形での試算のほ

うはしておりませんが、例えば住民の皆さ

ん、そういう対象の皆様に、そういう形で
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補助をするとして、例えば300万円、1,000

万円となると、当然その分の経費は下がる

ことにはなるのですが、先ほど申し上げま

したように、補助金には当然役所の、いわ

ゆる法的な手続をするために交付に手続が

かかります。それにつきましては事務費が

当然かかってきます。事務費がかかるとい

うことで、その事務費については補助金の

額が多くなっても少なくなっても補助金の

手続というのは、交付申請があり、交付決

定がありっていう形でほぼ変わらない状況

で手続をすることになります。となると、

いわゆる住民さんに直接返る部分の金額と

事務にかかる金額の差がほとんど一緒にな

ってきてしまって、費用負担の割の効果が

なかなかちょっと薄れていく部分があるの

ではないかと考えております。議員おっし

ゃったように、確かに高校の通学の負担が

あって転出するという事例もあるというこ

とは、私もお聞きしております。ただ、財

政的な負担も考えて、現状ではなかなかそ

ういった形での負担というのは難しいとい

うふうに考えております。 

○副議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  事務費が幾らかかるとか、そういうこと

と、実際お金が幾らかかろうと事務費はか

かると。費用対効果という話だと思うんで

すけども、これはそれだけで済む話ではな

くて、ここに住民を呼び込むもしくはここ

の住民を出ていかないようにするためのお

金だと考えれば、それはそんなに大きな金

額ではないと考えますけれども、その辺は

どうお考えですか。 

○副議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  確かに高校生の子どもさんを持つ保護者

にとっては、非常に通学にかかる経費とい

うことで負担感があるというような議員の

切実なところからの御質問だと思っており

ます。 

  その保護者の方々の負担感をどういうふ

うに、払拭しないまででも、一部でも負担

感を少しフォローするということで、人口

の流入を図れないかというような御質問だ

と思います。少しお時間をいただきまして、

もう少し掘り下げて勉強させていただきた

いなと思っております。よろしくお願いい

たします。 

○副議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  今、町長もおっしゃったように、なかな

か金銭的なものもありますし、負担が難し

いっていうんであればそれ以外の方法でも

何か検討していただいて、その負担感をで

きるだけ和らげて、ここに住んでもらえる

ような形の対策をとってもらえばと思いま

す。これもまた要望としてしておきます。 

  続きまして３番目の質問に移らせていた

だきます。公共施設の再編についてですけ

れども、再編計画では、令和13年の目標人

口１万5,000人に見合った施設の整備を目標

として、東西地区それぞれに施設、複合化

をする方向で検討されています。対象の施

設や設置場所についてプロジェクトチーム

を作られ、たたき台を出されておりました

けれども、今現状その後どこまで進んでい

るのかお伺いします。 

○副議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監兼住民部長。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  公共施設の再編の現在の状況ということ
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ですけれども、午前中にも高尾議員から質

問がありお答えさせていただきました。同

じような内容になってしまうかもわかりま

せんが、現在の状況ですが、まずは旧双葉

保育所にある廃棄物問題の解決が重要であ

り、その問題の解決なくして、特に東地区

の施設再編を進めることはできないところ

であると考えております。それで現在、地

元自治会の方と早期の解決に向けて意見交

換を行っておるというような状況でござい

ます。しかしながら議員おっしゃるとおり、

過疎計画というそれの期限もございますの

で、そこに向けた準備も並行して進めなけ

ればならない必要もあり、現在その方法に

ついて検討を行っているところでございま

す。施設再編に向けては、最初の報告書を

受けまして、その方針を町のほうで決定し

６月議会でお示しさせていただきました。

広報９月号では住民の皆さんに公共施設の

現状をお知らせし、その在り方を皆さんと

ともに考える機会として、情報共有をさせ

ていただいているところです。広報では今

後数回に分けて、これまでの取組や今後の

在り方などについてお示しし、情報提供を

させていただきたいというふうに考えてい

るところです。最終的な施設建設に向けて

は、住民の皆さんの意見を聞くアンケート

実施やワークショップの開催が必須である

と考えており、その上で、施設の基本構想、

基本設計を策定する方向で現在検討を進め

ておりまして、具体的な進め方についても

先進地等の事例研究を行うなど、検討を進

めているというような状況でございます。 

○副議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  午前中にも高尾議員から、ダイオキシン

が片付かないと次に進めないようなお話を

されていて、今も同じような回答をいただ

きましたけれども、これは、なぜこれが片

付かないと進まないのかがわからない。ま

ずダイオキシン、埋めるのか埋めないのか

っていうところはありますけど、埋めるこ

とを前提にした上で、進めてても問題ない

んですよね。埋めないことを前提にして進

めることはまずないんですよね。埋めるか、

もしくはもう反対されてもどうしようもな

いんやったら、埋めないんやったら持ち出

すかの２点しかないわけでしょう。可能性

としてはもう強行的に埋めるっていう話も

あるかもしれないですけど、どっちかしか

ないですよね。であれば、公共施設の再編

についてはダイオキシン問題を何よりも優

先して解決しなければ進められないという

ことではないと思うんですけれども、その

辺はどうお考えですか。 

○副議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  このダイオキシンの廃棄物の問題につき

ましては、先ほど申しましたとおり、余野

の方と意見交換を行っているところです。

公共施設の再編につきましては、その中央

公民館から国保診療所までを一体的に整備

するというところで、その中のどこかにダ

イオキシンの廃棄物を埋設するというよう

な方向で検討しているところです。その方

向でいきますと、やはりそこの問題が決着

しない限りこの問題は進められないという

ふうに考えておるところであり、何とか余

野の方に御理解をいただいて、早期にこの

問題を進めたいというふうに思っていると

ころでございます。現在そこに、今言いま

した、中央公民館から診療所までの間で最

終処分場を建設することで余野の方と話を

進めておるところでございますので、もう

少し時間をいただきながら、できるだけ早
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い時期にこの問題についても、公共施設の

再編の問題についても進めていきたいとい

うふうに思っておるところでございます。 

○副議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  令和13年３月までに完成させなければな

らないというお話を午前中、回答でされて

おりましたけれども、それを考えると、全

ての計画が最終いつまでに決まれば問題な

く13年３月までに完成するというふうに考

えておられるのかお伺いします。 

○副議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  事業完了目標はもう何度も申し上げます

が令和13年の３月というようなところござ

います。最終の計画ということになります

と、今の考えでは令和９年度中には実施設

計を終え、令和12年秋ごろの完成を目指し

たいというふうに思っております。当然一

気には無理ですので、ダイオキシンの問題

を先に終了させまして、東地区のほうから

進めていくというようなことを考えておる

ところでございます。西地区については２

年ぐらいをかけて、ワークショップや実施

場所もまだ具体的に決まっておりませんの

で、その方針を固めて進めていきたいと。

ですのでイメージとしましては、先ほど令

和９年度中と申し上げましたけども、令和

９年度中に西地区の実施設計を終え、令和

10年ぐらいには工事に着手しないといけな

いかなというようなイメージを持っておる

ところでございます。そこから逆算してい

きますと、今年中には、今年というかある

いはもう今年度中には補正予算でこういっ

た全体の基本計画等の予算を補正予算でお

認めいただきまして、前に進めていきたい

というようなイメージを持っておりますの

で、またその節はどうぞよろしくお願いい

たします。 

○副議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  最終報告書では、本庁舎については公共

施設の再編を優先しその後の検討となって

おります。また、再編計画にはないんです

けれども、町長が道の駅についても白紙を

撤回し再検討すると言われております。い

わゆる公共施設の再編の中に本庁舎、道の

駅も含めた、一体的に全てを含めた上で検

討するべきだと思いますけれども、何回も

同じような答弁をいただいておりまして、

公共施設と本庁舎はまた別でとかいう話も

あります。道の駅についても同じようなこ

とになると思うんですけれども、まずはど

こに何を建ててどういうふうにするかとい

うことで、建て替える時期が早い遅いとい

うのは、まだ道の駅を完成させるのが早い

遅いっていうのは別にしたとして、場所だ

けは固定してしまわないと、先に公共施設

だけ作って、本庁舎後でここに、こんなと

こ、え、とか、道の駅作る場所ないでとか

いう話になっても困るので、その辺は一緒

に一体的に考えるべきだと思いますけれど

も、その辺はどうお考えですか。 

○副議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  公共施設、特に東地区の公共施設と道の

駅と本庁舎を一体にやっていったらどうか

ということでございます。まず本庁舎でご

ざいますが、これは議員先ほど御説明いう

かお話されていたとおりでございまして、

本庁舎については過疎債が使えないという

ことございます。場所どうすんねんという
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ことになってまいりますと、これ地方自治

法に場所の手続、定められておりますんで、

これ施設再編とは別に丁寧な説明とか議論

が要るということもございます。なので、

相当の期間を要するということもありまし

て、公共施設再編のスケジュールとちょっ

と合わないということで別の議論というこ

とでさせていただきたいということでござ

います。これは検討委員会の当時からそう

いう議論を前提に考え方として示してこら

れて、６月に我々が示した基本的な考え方

である基本方針についても、そこのところ

は本庁舎あるいは道の駅ということについ

ては触れてないということでございます。

公共施設どうするのかということについて

は、その検討委員会を踏まえた基本方針で

も書かせていただいておりますが、東地区

では中央公民館から、あの辺りから診療所

の本庁舎までというところで考えていくと

いうことでございます。それが前提として、

あと本庁舎どうしていくのか、あるいは道

の駅どうしいくのかということでございま

すが、これまで道の駅どこにするかという

ことで、正式に町の中で議論、場所ここだ

ということで特定したものはございません。

仮に前の道の駅の構想というのがございま

した。それは中央公民館から診療所の辺り

に整備するということで、基本構想、基本

計画の辺りまで進めておったところでござ

います。それを前提にということで考える

のであれば、公共施設再編の場所とかぶっ

てくるっていうんですかね、近接してまい

りますので、そこのところは公共施設再編

の施設を集約していく上でそこは配慮して

いく必要があるのかなというふうに思いま

す。ただ本庁舎につきましてはこれ全く別

の議論でございますので、これから相当の

費用もかかる、過疎債の対象とならないと

いうことでございますので、町の財政状況

非常に厳しいございますので、新たに整備

するのか、またほかの公共施設空いてまい

りますので、そういうとこを転用して活用

していくのかというところは、これまた別

に慎重に検討していきたいというふうに思

います。よろしくお願いいたします。 

○副議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  道の駅ですけれども、いろいろ調べてみ

ましたけれども大体規模的には、大きいと

ころはもうちょい、１万超えてるところも

ありますけど、大体5,000から7,000ぐらい

の規模のが大体目安とされているところな

んですけれども、今のお話の中で、本庁舎、

診療所もしくは中央公民館ですね。この近

辺、全部合わせて4,508、5,000届かないで

すよね。そこにまだ公共施設建てるわけで

すから、その分を複合の施設を建てたとし

て、中央公民館で大体1,300ぐらいなので、

そっから1,300引きますと3,200、本庁舎が

2,600ありますんで、本庁舎の分をそこから

まだ、例えばですけど2,000引いたら、もう

規模的にはもう道の駅できる規模じゃなく

なりますよね。考えるんであれば、これは

私の提案ですけれども、今、中学校、小中

一貫校として工事して、３億円ほど使って

工事してますけれども、中学校、中学校の

グラウンド、そしてここ一帯を含めた全体

的なものとして道の駅、本庁舎、公共施設

全てをここにもってきて、小中一貫校は今

の小学校に持っていって、今からまた再度

工事がかかるから余計な負担はかかります

けれども、それでも全然建て替えることを

考えれば安くつくと思うんですけれども、

そういったことは考えられていないんでし

ょうか。 

○副議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 
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  大西政策監。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  まず先ほどの議員がおっしゃっていただ

いた土地面積なんですけども、診療所から

中央公民館、それからバスロータリーも含

めまして約7,000平米になります。そういっ

たことで考えますと、施設再編の部分と新

しい公共施設と道の駅の併設は、もしそこ

で考えるとするのであれば可能ではないか

なというふうに思っております。以前に作

成しました基本計画の中でも、その辺のイ

メージ図を見てますと広さ的には十分ある

かなというふうに考えておるところでござ

います。いろいろな御提案もいただいてお

るんですけれども、基本的には今ある部分

で公共施設の、新しい公共施設を作ってい

くというようなところは、その路線で進め

たいというふうに思っておるんですけども、

今後、３年、５年、10年単位で、ここ数年

間もそうであったように、人口の変動や周

辺状況が大きく変化するというようなこと

も考えられますので、その周辺の変化に対

応できるような跡地利用を検討していきた

いというふうに思っておるところでござい

ます。 

○副議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  バスロータリーを含めて7,000とおっしゃ

いましたけれども、じゃあバスロータリー

はなくすことになるわけですよね。含めて

ということは。そこにバスロータリーを作

るんであればその分のバスロータリーの部

分は道の駅とは別に面積というのは必要に

なるんで、先ほども言ってるとおり、何か

建てるに当たってそうやって引いていくと、

実際に使える面積って少なくなっていくん

ですけれども、その辺は、それでも作れる

だけのスペースがあるというふうにお考え

なんですか。 

○副議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監兼住民部長（大西隆樹君） 

  バスロータリーですけども、今、余野の

バス停が役場前とそれから今中学校前とい

うことになってますが２か所ございます。

そういった一帯を整備する中で、私のイメ

ージとしましては、一つの駅を、バス停を

一つにしてそこに何らかの人が待ったりで

きるような施設も含めて検討していくべき

ではないかなというふうに思っております。

先ほども申し上げましたけども、前回作成

しました基本計画の中では、そういったス

ペースも含めてとれるんではないかなとい

うふうに考えておるところでございます。 

○副議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  いろいろな考え方がありますし、今後の

検討課題だと私は思っていますんで、まだ

検討する余裕があるので、いろいろ検討し

ていただければと思います。のちのち、造

ってはみたものの使い勝手の悪い使えない

施設、環境にならないようにだけしていた

だければそれで結構ですので、別にどこに

という話も含めていろいろまだまだ、少し

時間ありますので検討をしていただければ

と思います。 

  最後にですけれども、これ前に一度質問

しましたけれども町歌についてです。以前

質問させていただいたときに、豊能の何で

したっけ、豊能学か何かで子どもたちにも

教えてというようなお話もありましたし、

流そうと思えば音源がもうちょっとつぶれ

ててあんまりよくないから、防災無線には

流せないというようなお話もありました。

年に、今実際、町歌が流れるのは成人式１
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回のみですよね。ほかは何も流してないと

思うんですよ。何かいろいろ調べてると。

昔は開始の時間に流したりとかいうのもあ

ったらしいですけど、それも前言いました

けど。ですので、まずは音源をまず作り直

して今の状態、デジタル的な感じの音源に

作り直してみてはどうかと思うんですけど

その辺はどうお考えですか。 

○副議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  町歌につきましては、現在町歌の放送は

行って、防災行政無線等に活用してはとい

う御質問でしたが、今おっしゃってるとお

り、今の活用としては成人式に取り入れて

おる状況以外はございませんで、また今後、

町歌の利活用については庁内でも周知はし

ていきたいと思っております。それに合わ

せて、今はもうデジタルの時代ですので、

利活用が多い状況であればそういうデジタ

ル化というところも検討はしていきたいと

思います。 

○副議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  毎日の防災無線に流れている中で流さな

くても、例えば土日だけ流したら、今日は

土曜日か日曜日やみたいな、そんなことも

ありますし、土曜日だけで流したりとか日

曜日だけで流したりとか、そういうのもあ

りますんで、そういうことも検討していた

だいて、もう少し住民の方に知っていただ

けるような、町歌の利活用というと変です

けど、していただければと思います。これ

はあとはもう簡単に要望として終わらせて

いただきます。 

  以上で私の一般質問を終わらせていただ

きます。 

○副議長（永並 啓君） 

  以上で、池田忠史議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は午後２時10分といたします。 

（午後２時00分 休憩） 

（午後２時10分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  皆様、こんにちは。 

  議長より指名をいただきましたので、７

番・公明党、永谷幸弘の一般質問を通告の

とおりさせていただきます。 

  本日最後の質問となります。疲れも出て

いると思いますが、理事者におかれまして

は、町民の暮らしへの向上や安心・安全な

まちづくりのため、積極的なまた具体的な

答弁をよろしくお願い申し上げます。 

  さて、気象庁によりますと、今年７月の

全国の平均温度が観測史上最高を記録いた

しました。そして３か月予報は10月まで高

温傾向だと言われております。命を守るた

めにも、喉が渇く前の水分補給、適切なエ

アコン使用など、十分に留意していきたい

と思っております。 

  それでは通告書１点目の熱中症対策につ

いて質問いたします。 

  記録的な猛暑が続く中で十分注意したい

のが熱中症であります。７月末からの１週

間では、全国で１万人超が熱中症により緊

急搬送されました。熱中症とは、高温多湿

な環境に私たちの体が適用できないことで

生じる様々な症状の総称でございます。熱

中症にはめまいや顔のほてり、筋肉痛や筋

肉けいれん、体のだるさや吐き気など、



 3－48 

様々な症状がございます。呼びかけに反応

しない、まっすぐ歩けない、自分で水分補

給ができないなどの症状がある場合には、

すぐに医療機関を受診する必要があります。

どういう人が熱中症になりやすいのか。体

が小さく、熱の影響を受けやすい子どもや、

体内の水分量が少なく、暑さに気付きにく

い高齢者は特に注意が必要であると言われ

ております。それ以外にも、屋外で働く人

やキッチンで火を使う人、スポーツをする

人、またスポーツを見る人も注意する必要

がございます。熱中症を引き起こす要因と

いたしまして、環境、体、行動の三つが挙

げられまして、これらに十分注意を払い、

熱中症を予防することが重要であり、町と

しても町民を熱中症から守る取組を一層進

めていかなければならないと考えておりま

す。 

  さて、令和５年７月における全国の熱中

症による救急搬送人員は３万6,549人でした。

これは７月の調査を開始した平成20年以降、

７月として最も多い搬送人員となった平成

30年に続いて２番目に多い搬送人員となっ

ております。そこでまず、本町における近

年の熱中症による救急搬送の件数について

伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  豊能町管内における熱中症による救急搬

送の件数でございますが、令和３年度は６

件、令和４年度は10件、令和５年度ですが、

８月20日現在の状況では10件ということで

ございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。令和３年度、４

年度、そして令和５年度の救急搬送件数の

報告がございましたけれども、不幸にもお

亡くなりになられた方の人数は把握してお

られますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  令和３年度から現在に至るまでの状況を

把握しておりますが、熱中症による救急搬

送での死亡の件数はゼロ件ということでご

ざいます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。大変安心いたし

ました。熱中症対策の取組につきましては

各地域で進んでおりますけれども、東京豊

島区の例ですが、2022年の夏、東京23区で

は熱中症による死亡者のうち約８割が65歳

の高齢者でございました。また屋内で死亡

した人の９割はエアコンを使用しておりま

せんでした。そうした中、東京都豊島区で

は、区内の75歳以上の独り暮らしの高齢者

約6,000人を対象に、民生委員が訪問して熱

中症予防を呼びかけております。訪問時に

は、具体的な予防策が記載されましたチラ

シや予防グッズを手渡します。不在時には

ポストに投函し、対応が難しい場合や民生

委員が不足している地域では見守り支援の

担当者が訪問しております。この担当者は

地域でつながりのある民生委員が訪ねるこ

とで、安心してドアを開け、話もしっかり

聞いてくれる。そうした中で体調の異変に

気づき対処できたケースもあるということ

でございます。また、兵庫県加古川市の消

防本部では、民間の力を借りて取組を進め
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ております。弁当を手渡しで宅配している

事業者７社と連携。管区内の自治体、加古

川市、稲美町、播磨町の65歳以上の高齢者

を対象に、2020年から６月中にお弁当と一

緒に熱中症予防と啓発チラシを約1,500枚を

配付しております。そこで、本町がこれま

で行ってきました熱中症対策の取組につい

て伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  近年、特に先ほどございましたような今

年のような猛暑の中、熱中症への対策が、

テレビ、新聞、ラジオなど多くのメディア

でありますとか、毎日のニュース等の中で

注意喚起がなされている状況が続いている

ということは認識してございます。特に、

町全体での対策への取組としては、統一的

なものはございませんけれども、それぞれ

の部署、団体、施設やイベント、行事の際

に、個別に来庁者や参加者等に対し、水分

とともに適切な塩分の摂取を勧めるなど

様々な場面での熱中症への対策について注

意喚起に努めているところでございます。

今後もあらゆる行事等での場面での熱中症

への注意喚起を引き続き行いますとともに、

初夏や梅雨明け、夏休み中などの時期を捉

えまして予防や対策についても町報やホー

ムページ等にてお知らせしてまいります。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。近年、熱中症に

よる救急搬送人員、死亡者が多い水準で推

移していることから、環境省と気象庁は令

和３年度から熱中症警戒アラートを全国で

運用しております。熱中症警戒アラートは

暑さ指数、風等からなる暑さ指数に基づき

まして、熱中症の危険性が極めて高い暑熱

環境が予測される場合に、暑さへの気づき

を呼びかけまして、国民の熱中症予防行動

を効果的に促すための情報でございます。

令和５年度につきましても引き続いて、４

月26日から10月25日の間で全国で運用を開

始されております。ちなみに大阪府の暑さ

指数の測定点は６か所、能勢町、枚方市、

大阪市、生駒山、堺市、熊取町でございま

す。そこで、本町におきまし、熱中症警戒

アラートが発表された際の住民への周知に

ついて伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  熱中症警戒アラートが発表された際に町

として住民の方への周知は現在のところ特

に対応しておりませんが、町のホームペー

ジから環境省の熱中症予防情報サイトにリ

ンクを貼り、環境省、気象庁が発表する熱

中症警戒アラートの情報をメールで無料配

信するサービスについて周知をしていると

ころでございます。このサービスは受信し

たい発表区域を選択し、発信時刻は１日２

回、７時頃と17時頃、夕方の５時頃で登録

した区域で熱中症警戒アラートが発表され

たときは速やかにメールが自動で配信され

るというものでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  メールということで御答弁ございました

けれども、メールであればなかなか全町民

の方に情報が流れにくいということもござ

いますので、先ほど午前中の永並議員のほ

うからも防災無線とかいう話ございました。
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私もやっぱり住民の方に全て周知するため

には、現状ございますたんぽぽメール、ま

た防災無線をしっかりと活用してはどうか

というふうに考えております。防災無線に

つきましては数百万円という維持管理も使

いながらやってまして、その中身は少ない

わけですよね防災無線、これをしっかり活

用していかないとあかんのかなというふう

に考えてる。特に熱中症に関しましては屋

内の方の現状、なかなかそういう、熱中症

にかかりやすいからクーラーをつけなさい

と言ってますけれども、屋外の方はなかな

かその周知もできないということで、もし

アラートが出た場合、やはり防災無線とた

んぽぽメールを活用して住民の方に周知し

てはどうかと思いますが、その点について

はいかがでしょう。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  永谷議員からの先ほどのたんぽぽメール

あるいは防災無線を使っての周知はできな

いのかということだと思います。この熱中

症アラートの予防アラートは発信する、即、

多分配信しないと効果がなかなか期待でき

ないのかなと思っております。なのでその

辺の熱中症の情報を逐一注視していく必要

があり、たんぽぽメールあるいは防災行政

無線に流すとなると、職員が常時それを監

視していないとといいますか、しないとい

けないといいますか、それにかからないと

なかなか対応できないかなというところも

ございます。また一旦そんなルールを設け

ますと、例えば土曜、日曜とかの情報がな

かなか、職員が出勤しないという状況もあ

り、発信する、しないというそういう状況

も出てこようかなと思いますので、若干そ

の運用については課題があるのかなと思っ

ております。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  土日祝日といったら当然職員の方々が仕

事しておりませんのでわかるんですけども、

平日に関しましては警戒アラートの情報が

必ず流れてきますよね。時間的な差が出て

くるかもしれませんけれども、出勤したと

きに確認してそれを流すということはでき

るんですよね。まずその点についてお伺い

します。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えします。 

  熱中症アラートが発表されたら、注視し

ておりましたら、それを職員が見て、それ

で例えばたんぽぽメールとかにセットをし

て配信する、それは可能でございます。先

ほど言いましたように、今年の夏でしたら

もうほとんど毎日そういうアラートが出る

ような状況でございますので、毎日職員が

仕事をしているその中で、それをちょっと

注視しながら対応にも当たらなければいけ

ないという状況も出てきますので、その辺

の状況を踏まえまして、なかなか、現状で

はなかなかそれを即応的にやる体制が今の

ところちょっと難しいかなという思いはご

ざいます。発信は即可能かと思いますので、

その辺はちょっと即応できるのかなという

ところはかなり課題として思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  時間的なあれは出てきますけれども、こ

れやれと思えばできるんじゃないかという
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気はしておるんですけど、そんなに難しい

問題じゃないかなと。例えば私も仕事して

してるときに出勤すれば必ずメール確認し

ます。それから今日の仕事はどうなのかな

ということも当然出てきますので、それを

日常的にやっていけば必ずできるんかなと

いう気がします、これ。だからできないと

いうよりも前向きな方向で、町長。やっぱ

り町民の皆様の安全・安心を守っていくん

ですから、やっぱり皆さん屋外出られて、

そういうアラート出たときは防災無線なり

たんぽぽメールで送るという、それはやっ

ぱり町としての住民を守る行動になると思

うんですけれども、できないという答弁ち

ょっと私、悲しいというか、あれなんです

けれども、そんなに難しい問題じゃないと

思いますが、その辺をちょっと町長のほう

から一言お願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  今、議員おっしゃったとおり、物理的に

はできるのではないかなと思っております

ので、少し検討させていただきたいと思っ

ております。よろしくお願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  職員さんの負担になることもあるかもし

れません。実情はよくわかりませんけれど、

ちょっと前向きのほうにしっかり検討して

いただきたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

  今年の夏の甲子園でございまして、3,744

校の頂点に立った慶応高校、107年ぶりの快

挙でございました。また新聞のコラムでは、

地方大会で敗退したチームにも目を向けま

すと、この夏に命を救うファインプレーが

光った球児を紹介しておりました。それは

練習試合の相手校の教員が突然倒れた際に、

ＡＥＤとの声にすぐさま反応して猛ダッシ

ュ。約50メール離れた校舎からＡＥＤを運

び出して届け、心肺蘇生に一役買ったとい

うことでございます。その救助は救急救命

の講習に参加しまして校内２か所の設置場

所を覚えていたことが大変役立ちました。

ＡＥＤを使った救命措置は未使用時と比べ

て社会復帰率が４倍にも増加するとござい

ます。日本は設置数が推計65万台にのぼる

ＡＥＤ大国でございますけれども、人前で

倒れた患者に実際に使われたのはわずか

４％強だということでございます。いざと

いうときにためらわず使えるようにする教

育の普及が重要であると考えております。

そこで町民がこのＡＥＤを正しく使用でき

る講習体制が整っているのか、この点につ

いて伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  豊能町は箕面市に消防事務を委託してお

ります。豊能消防署では町民に対し毎年心

肺蘇生法を周知するため普通救命講習を実

施するとともに、ＡＥＤの使用方法を周知

する講習会も実施しているところです。今

年度につきましては一般の方を対象に９月

の９日土曜日、豊能町消防署で普通救命講

習を、また９月16日土曜日にはＡＥＤの使

用方法を周知する講習会を実施するなど、

周知に努めている次第でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。また命を救う上
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でどこにＡＥＤがあるのかわからないとい

う、そういう状況をなくしていくことも大

変重要であると考えております。そこでい

ざというときにＡＥＤの設置場所がわかる

アプリ、そういうものを導入してはと考え

ますがいかがでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  現在、本町独自のＡＥＤ設置マップ等の

アプリはございませんが、民間において公

共施設や民間施設におけるＡＥＤの設置場

所をホームページに記載、掲載されている

ものもございます。本町の公共施設におけ

るＡＥＤ設置箇所も一部表示されているホ

ームページも見受けられる状況でございま

す。本町独自のアプリ開発導入等の現在予

定はございませんが、今年度に改訂予定の

総合防災マップのマップ内の地図に、公共

施設におけるＡＥＤ設置場所を落とし込ん

でいく予定ではございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。公共施設、民間

のちょっとあれを調べたら当然豊能町も画

面出てきまして、公共施設・学校も全部、

また一般の民間のスーパーとか出ておりま

したけれども、これ公共施設なんですが、

今後公共施設再編しますので、またこれ変

わっちゃうんですよね。防災マップ作られ

たときはその時点のマップができると。再

編したまたこれを変えなあかんということ

になりますので、当然コンシェルジュとリ

ンクしておりまして、現在の防災マップも

すぐ見れるようになっておりますけど、そ

こに多分入ってくると思うんですけども、

これまた改訂されますので、これ先ほどお

っしゃってました民間のアプリもございま

すので、それとのリンクですね。これやれ

ば、前もって聞きますとちょっとお金がか

かるということを聞いておりますけれども、

それでいけば順次改訂がされて、それをコ

ンシェルジュから見ていただいたら、すぐ

ＡＥＤの場所がわかるので、それは検討の

余地があるかなと思います。ちょっとお金

がかかりますけれども、その点についてち

ょっとお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  先ほど言いました民間の、ＡＥＤ設置場

所を示すアプリあるいはホームページ等は

幾つかございます。費用等の関係もござい

ますので、その辺は対費用効果とかその辺

も含めて一度調べていきたいと思っており

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  やはり命に関わる内容ですので、前進の

ほうで検討をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  次に、小中学校における熱中症対策に移

りますけれども、学校生活における集団行

動では、個々で判断がしづらい場面がある

かもしれませんし、自分自身で注意が及ば

ないこともあるかと思います。小中学校に

おいて児童生徒へはどのような指導や配慮

しているのか。学校における熱中症への対

策を伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 
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○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  学校における熱中症対策につきまして、

熱中症の予防と手当につきましては、中学

校の３年の保健体育あるいは小学校５年の

保健で学習をしております。その中で発達

段階に応じた指導として、暑い日には帽子

を着用すること。通気性、透湿性の悪い服

装を避けること。運動するときには、前後

を含めて細かい水分補給をし、休憩もとる

こと。運動の前後に自分の体調を確認する

こと。体調不良を感じたときにはすぐに教

職員などに知らせること。マスクの着用を

求めないことなどを指導をしております。

また、児童生徒に対する配慮といたしまし

ては、スポーツ活動中だけではなく、運動

部以外の部活動あるいは屋内での授業、登

下校中にも注意をする旨、あるいは学校の

室内においても空調の適切な使用を行うな

ど、配慮を行っているところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  熱中症警戒アラートがございまして、暑

さ31度以上につきましては一旦運動中止、

同28度以上に激しい運動は避けると、指数

の段階に応じて適正な指導を行うこととい

う項目もあると思うんですけども、その点

について承知されておりますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  学校における熱中症への対策ということ

で、先ほど議員がおっしゃったように、熱

中症警戒アラートの情報や暑さ指数を活用

し、例えば暑さ指数31度以上は一旦運動を

中止すること。28度以上は激しい運動は避

けるなど、これを学校に周知の上、活動内

容を判断することとしております。またそ

れ以外にも、児童生徒については、体が未

発達でなかなか暑さにすぐ対応できないこ

とから、気温が高くなる前、大体５月前後

からその対策を行うことであるとか、児童

生徒が自ら体調管理を行うことができるよ

う指導すること。あるいは保護者に対して

も、学校だよりなどを通じて熱中症対策に

ついての情報提供を行うことなどを実施し

ております。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございました。 

  次に、中学生がＡＥＤを正しく使用でき

る学習体制は整っているのかお伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  中学校２年生の保健体育で、心肺蘇生の

方法とＡＥＤについて学習をしております。

この単元につきましては保健体育教科担当

の教師が授業を行っておりまして、専門的

知識を有しており、適切に指導を行ってい

ると考えます。従前からは練習用のＡＥＤ

やマネキンを活用して授業を行っていたと

ころでございますが、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大に伴い、生徒同士の接触

をできる限り避けていたため、ここ数年は

実習はできていませんが、同感染症の５類

移行に伴い従来の活動が再開されているこ

とを踏まえ、今後実習についても検討して

いきたいと考えています。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。救命救急講習の

ような人形を使って、蘇生なりＡＥＤを使

う講習を行うということで確認させていた
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だきました。ＡＥＤの使用につきましては

一般的には中学生以上というふうに聞いて

おるんでございますけれども、小学生も緊

急時の場合、手助けができることがあると

思います。それは相手への声かけとか周り

の人に大きい声で助けを求めるということ

だと思いますけれども、小学校において救

助の手助け等などの学習をされているのか

伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  小学校の学習指導要領では、けがの防止

の単元の中のけがの手当っていう項目にお

きまして、けがの種類や程度を速やかに判

断し、大きなけがの場合には、自分のけが

の場合、もしくは友達などほかの誰かに関

わらず、近くの大人に知らせることが大切

である旨を理解できるようにするよう定め

られています。各学校においては学習指導

要領に基づいて指導を行っており、誰かが

けがをしたり具合が悪いときなど、緊急の

場合は大人に知らせることについて適切に

指導を行っております。また、本町の保健

５・６年の教科書には、その発展項目とし

て、熱中症の予防手当の中で、友達が熱中

症のような症状になったらすぐに大人に知

らせるという旨も記載されております。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございました。引き続きよろ

しくお願いいたします。 

  それでは続きまして、通告書２点目の災

害発生時に避難地等となる広場、公園に再

エネ発電施設の導入について質問いたしま

す。 

  今年の９月１日は防災の日の淵源となっ

た関東大震災から100年という節目に当たり

ました。一人一人が地震大国に生きている

ことを再確認しまして、一層の事前防災に

取り組む契機としたいと考えています。大

正12年９月１日に発生し、10万人以上が犠

牲になった関東大震災。マグニチュード7.9

とされる地震によって、関東各地で地震の

揺れによる建物の倒壊や、津波、土砂災害

などが相次ぎました。また地震が昼時に起

きたこともあり、東京や横浜市では大規模

な火災が発生して、甚大な被害となりまし

た。地震は正午前に発生し、多くの家庭で

はかまどや七輪などを使って昼食の準備を

していたことなどから被害が拡大し、東京

では焼失面積が38平方キロメートルに及び

ました。豊能町の面積が34.34平方キロメー

トルですので、豊能町が全て焼き尽くした

ことになります。その火災により亡くなら

れた方は10万人以上にも及び、犠牲者のお

よそ９割を占めております。関東大震災で

は住む家を失い、避難を余儀なくされた人

も膨大な数にのぼりました。推計で100万人

を超えるとされ、現在の千代田区や港区、

台東区などに当たる東京市の人口のおよそ

40％に当たり、上野公園には50万人以上が

避難しました。その後、帝都復興計画をも

とに、東京や横浜市では土地区画の整理や

河川の改修、昭和通りなど、舗装された幹

線道路の新設も進みました。また、震災を

教訓に、隅田公園など、数多くの公園が整

備されまして、災害時の避難や防火の役割

を担っております。この災害を機に、翌年

には建築物の耐震基準を世界で初めて策定

いたしました。また阪神淡路大震災や東日

本大震災などの教訓から、住宅の耐震化、

延焼リスクの高い密集市街地の解消、津波

避難施設の整備といった対策も進めており

ます。また政府は今年７月に策定した新た

な国土強靱化基本計画を踏まえまして、防
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災インフラの整備を戦略的に推進するとと

もに、地域防災力の協力に向けて、自治体

の避難所運営へ女性の参画や防災教育など

を進める必要があるとしております。防災

の日を迎えて、対策を進めた分だけ命が守

れることを肝に銘じたいと思います。また

家庭においても家具や本棚を適切に固定し

たり、備蓄品を確保するなど、平時のうち

に備えておくことなどが大切であると考え

ます。国土交通省では令和４年２月21日付

けで、都市公園における再エネ導入の取組

についてにおいて、都市公園における再エ

ネ導入の取組として、災害発生時に避難地

や防災拠点となる防災公園を中心に、自立

分散型エネルギー確保の観点も考慮しつつ、

再エネ発電施設の導入を推進しております。

本町の避難所等につきましては、豊能町地

域防災計画、これは平成31年４月付でござ

いますが、資料編33におきまして、広域避

難として希望ケ丘のスポーツ広場、一時避

難地として旧野間口青年少年グラウンド、

光風台２丁目公園、東ときわ台のふれあい

広場、そして応急仮設住宅建設候補地とし

て、東ときわ台６丁目公園、新光風台４丁

目２号公園、希望ケ丘２丁目１号公園が定

められております。国土交通省は、都市公

園に公園施設として設置される太陽電池発

電施設等の再エネ発電施設の整備は、国に

おいて従前から補助対象施設として、社会

資本整備総合交付金等により支援してきた

ところであると述べております。特に避難

地や防災拠点等の防災公園では、通常の電

力供給が途絶した際の代替施設として、避

難者の適切な誘導等のための照明や情報の

送受信を行うスマートフォン等を充電する

際の電源等となるものであり、災害時の機

能の役割を十分に発揮するという観点から、

整備の検討をお願いしたいとしております。

本町の避難地等となります、先ほど申し上

げましたけれども広場３か所、公園４か所

に再エネ発電施設、先ほども申しましたけ

れども避難者の適切な誘導等のための照明

や、情報の送受信を行うスマートフォン等

を充電する際の電源等となるものを導入し

てはいかがでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  災害発生時において太陽電池、発電等の

自立分散型エネルギーの確保の必要性は認

識しているところでございます。本町では

広域、先ほどおっしゃっていただきました

広域避難地、一時避難地、応急仮設住宅建

設候補地には、建物等の避難施設や避難設

備がなく、町内に防災公園として位置付け

られている公園や広場等は現在ない状況で

ございます。今後学校施設については学校

再編による統廃合を予定しており、また公

共施設につきましても公共施設再編を進め

ていく中で公共施設の集約化の検討を進め

ていく予定でございますので、町として避

難所や自立分散型エネルギーの確保なども

含めた防災公園のような機能や地域防災の

拠点となる施設の重要性は認識しておりま

す。ということから、現在そのような施設

につきましても、現在は公共施設再編の中

で併せて検討できないかと考えているとこ

ろでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  先ほど私、申し上げたんですが、国は特

に避難地また防災拠点となる防災公園って

二つあるんですよね。防災公園はなるほど

豊能町はございませんので、私が申し上げ

ているのはこの避難地なんです。先ほど避
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難地、避難所等ということで申し上げまし

たけれども、広場３か所、公園４か所ござ

いますので、これに当てはまるのかなとい

う感じでしておりますので、まずこの公共

施設再編を、併せるんじゃなくって、まず

これを先行すべきであるというふうに私自

身は考えております。そういう意味で国交

省が言っております。そういう設備を、広

場３か所、４か所に先行してつけるべきで

あるというふうに私、考えておりますので

こういう災害はいつ起こるかわかりません

ので素早くすることが大事かなと思います

ので、再度この点についてお伺いしたいと

思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  広域で大きな地震等が発生しますと、町

内全域に大規模な停電等も想定され、その

際の電力確保の方法の一つとして再エネ発

電施設の重要性については認識しておりま

すので、他団体の整備事例や財政負担も勘

案して、設置時期、設置の場所等も含めて

検討していきたいと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。一層の事前防災

に取り組んでいただきたいことをお願いし

まして次の質問に移らさせていただきます。 

  それでは通告書３点目の、役場窓口に会

話をサポートする軟骨伝導イヤホンの導入

について質問いたします。 

  これは一般社団法人日本補聴器工業会の

昨年度調査によりますと、日本の難聴者は

人口の10％、人数に換算しますと約1,300万

人に上りまして、高齢化に伴い、今後さら

に増えると見込まれております。一方、同

調査では、医療機器が高額なことなどを理

由に、補聴器所有率が難聴者のわずか

15.2％しかないことをわかっております。

全国の自治体では、耳が聞こえにくい方々

と円滑にコミュニケーションとれるように

するために、窓口などに軟骨伝導イヤホン

の導入が進んでおります。軟骨伝導イヤホ

ンは耳の周囲にある軟骨を振動させて音を

伝える軟骨伝導を活用しております。軽く

軽く当てるだけで利用するために、頭蓋骨

を振動させて音を伝える骨伝導と比べて装

着時の痛みが少ないということでございま

す。通常のイヤホンのように耳穴を塞がな

い上、左右のイヤホンの音量を個別で調整

できるようになっておりまして、片耳だけ

でも使えます。またイヤホンが集音器とセ

ットになっている上、雑音を取り除く機能

がありまして、小さな声もはっきりと聞く

ことができます。このため大声で話すこと

によって個人情報を収集に聞かれるリスク

を減らすことができまして、難聴者のプラ

イバシー保護にもつながります。新聞の声

の欄にこういう声がございました。平野区

在住の83歳の主婦の方でございますが、イ

ヤホンを使って窓口で快適会話と題して投

稿されておりました。都内の信用金庫が窓

口の接客で、耳の聞こえにくい高齢者等の

やり取りに特別なイヤホンを試験的に導入

したと先日のニュースで知りましたと。行

員さんとイヤホンを通して快適な会話がで

きるのです。耳付近の軟骨を振動させて音

を伝える軟骨伝導の技術を使ったイヤホン

だそうで、利用者の側からするとよく聞こ

えてストレスが減り、行員の側からすると

声を張らなくても済むようになります。こ

れはすごい試みだと思います。私も右耳が

聞こえません。コロナ禍では特に行員がマ

スクをして間仕切り越しに話をされるので、
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とても聞きづらかったです。何度も聞くと

悪い気がして、いい加減な返事をしてしま

うこともありました。イヤホンでのやり取

りだと周りの人に個人情報を聞かれるリス

クも減ります。ぜひ、金融機関でだけでな

く、各種公的機関でも採用していただきた

いという、そういう声の欄でございました。

やはり耳が聞こえにくい方などと円滑にコ

ミュニケーションをとれるようにするため

にも、本町の役場窓口も導入してはどうで

しょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  軟骨伝導イヤホンにつきましては昨年の

秋頃からイヤホンが販売され、注目されて

いると認識をしております。価格について

は１台２万円から３万円ほどで販売されて

おり、地方自治体や金融機関などに導入さ

れ始めておるのかなと思っております。本

町におきましては、コロナ対策によるマス

クの着用や飛沫防止パネルの設置により、

窓口でお互いの声が聞こえづらさにより、

大きな声での会話に対し、双方向からのマ

イクをアシストするマイクとスピーカーを

窓口に設置しております。この二つのマイ

ク付きスピーカーをケーブルで接続し、マ

グネットでパネルに挟み込むものであり、

音量も調節でき、個々に合った対応が可能

となっております。これにより聞こえづら

さがなくなり、パネルなしでの聞こえ方と

ほぼ変わらない状況で、大声を出さなくて

もお互いの会話が聞き取りやすくなってお

ります。また、窓口担当課では、高齢者の

方に対してはゆっくり丁寧に説明を行い、

場合によってはタブレットや筆談、高齢者

の方が理解するのを確認しながら案内を行

っております。個人情報の取扱いについて

は、周囲の状況を確認し、小さな声で別室

での対応をするなど配慮をしているところ

でございます。軟骨伝導イヤホンにつきま

しては今後、高齢者の方や聞こえづらい方

が安心して窓口に来庁できる取組の一つと

して参考にしてまいりたいと思っておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  高齢化が進む本町にとりまして大事な施

策であると考えますので、早期に判断し、

徹底したことをお願いいたしまして次の質

問に移ります。 

  時間がございませんので４番を飛ばしま

して５番に移ります。 

  最後の質問になりますけれども、通告書

５点目の、女性の健診に簡略更年期指数

（ＳＭＩ）のチェックの導入について質問

いたします。 

  これは公明党の女性委員が政府の政策提

言、全ての女性のためのトータルプランに、

更年期の女性を守り支える対策を盛り込ん

でおります。更年期はホルモンバランスの

乱れにより、主に40歳を過ぎた頃から、不

眠やイライラといった体調不良などの症状

が現れます。そして女性の就労率の上昇に

伴い、更年期特有の不調を抱えながら働く

女性へのサポートが急務となっております。

厚労省は昨年７月、更年期の症状や医療機

関の受診状況などに関する全国意識調査の

結果を発表いたしました。これによります

と、更年期障害の可能性があると考えてい

る人の割合は 50代の女性が一番多く、

38.3％でございました。症状自覚し始めて

いても医療機関を受診していない割合は、

40代、50代の女性約８割を占めております。

女性の活躍を躍進する上で、更年期の女性
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を守り支える対策をとることが社会に求め

られております。当女性委員会が提言した

トータルプランでは、その具体策として、

更年期症状を数値化して客観的に捉える簡

略更年期指数ＳＭＩのチェックを、対象年

齢の女性の健診に必須化するよう訴えてお

ります。本町においても更年期症状を数値

化して客観的に捉える簡略更年期指数ＳＭ

Ｉのチェックを、対象年齢の女性の健診に

導入してはどうでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  簡略更年期指数、いわゆるＳＭＩのチェ

ック表につきましては、更年期での症状の

程度を判断するもので、内容については、

顔がほてる、汗をかきやすい、腰や手足が

冷えやすいなど、10項目の症状の程度に応

じて、先ほども御案内ございました点数を

入れながら、その合計点をもとに更年期に

関する指標としてチェックするということ

で理解してございます。更年期での様々な

体や心の変化を簡単にアンケート形式にて

事前にチェックし、医療機関で医師にうま

く症状を伝えられないような不安がある場

合は、このＳＭＩの結果をもって医療にか

かることが有効ということとされてるよう

でございます。現在、婦人科などの医療機

関におきまして、このＳＭＩのチェックシ

ートが活用されている状況は確認してござ

いますが、実際、自治体での健診時にＳＭ

Ｉが活用されている状況にはまだ至ってな

いものと理解してございます。特に大阪府

内でこうした取組について調査を今のとこ

ろ、今の時点ではございませんけれども、

今後他自治体の導入につきましても注視し

ながら行ってまいりたいと考えてございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございました。早急の御検討

よろしくお願いいたします。 

  これをもちまして、永谷幸弘の一般質問

を終わります。ありがとうございました。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、永谷幸弘議員の一般質問を終わ

ります。 

  以上で一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は15

時10分といたします。 

（午後３時00分 休憩） 

（午後３時10分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第２「第52号議案から第57号議案」

まで及び「第１号認定から第６号認定」ま

でを議題といたします。 

  これに対する総括質疑を行います。 

  質疑内容は、それぞれ各常任委員会及び

決算特別委員会に付託いたしますので、大

綱のみお願いいたします。 

  なお、御承知ではございますが、「質疑

は議題になっている事件に対して行われる

ものでありますから、現に議題になってい

なければなりません。また、議題に関係の

ないことを聞くことができない」、このよ

うに規定されておりますので、その点、十

分協力いただきますよう、お願いいたしま

す。 

  初めに、第52号議案から第57号議案まで

の６件に対する質疑を行います。質疑ござ

いませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 
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  次に、「第１号認定から第６号認定」ま

での６件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  総括質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  第１号認定から第６号認定までは、６名

の委員をもって構成する決算特別委員会を

設置し、また、第52号議案から第57号議案

まで及び第１号認定から第６号認定までは、

お手元に配付いたしております付託表のと

おり、各常任委員会及び決算特別委員会に

それぞれ付託の上、審査することにいたし

たいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  異議なしと認めます。 

  よって第52号議案から第57号議案まで及

び第１号認定から第６号認定までは、お手

元に配付いたしております付託表のとおり、

各常任委員会及び決算特別委員会にそれぞ

れ付託の上、審査することに決定いたしま

した。 

  ただいま設置いたしました決算特別委員

会の委員の選任については、委員会条例第

７条の規定により、決算特別委員に寺脇直

子議員、永谷幸弘議員、永並啓議員、小寺

正人議員、秋元美智子議員、高尾靖子議員、

以上６名をそれぞれ指名いたしたいと思い

ます。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました６名

の議員を決算特別委員会委員に選任するこ

とに決しました。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後３時13分 休憩） 

（午後３時14分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいま選任いたしました決算特別委員

会委員の互選により、委員長に寺脇直子議

員、副委員長に永谷幸弘議員が選出されま

した。 

  以上をもって、本日の日程は全部終了い

たしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  次回は、９月21日午後１時より会議を開

きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後３時15分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 

第52号議案 豊能町土地開発基金条例制定の件 

第53号議案 豊能町附属機関に関する条例改正の件 

第54号議案 不動産の取得について 

第55号議案 令和５年度豊能町一般会計補正予算（第４回）の件 

第56号議案 令和５年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算 

      （第１回）の件 

第57号議案 令和５年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算（第２ 

      回）の件 

第１号認定 令和４年度豊能町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第２号認定 令和４年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決 

      算の認定について 

第３号認定 令和４年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定歳入 

      歳出決算の認定について 

第４号認定 令和４年度豊能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認 

      定について 

第５号認定 令和４年度豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の 

      認定について 

第６号認定 令和４年度豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

      ついて 
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  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

            副議長 

 

      署 名 議 員  ２番 

 

        同    ３番 

 


